
令和元年度 第１回南砺市総合教育会議 

日 時 令和元年９月３０日（月） 

午前１０時から  

場 所 南砺市井波庁舎 多目的ホール

１．開  会 

２．あいさつ 

３．協議事項 

（１） 第２次南砺市総合計画の将来像(ビジョン)及び行政計画(素案)につ

いて 資料１ 

（２） 第２次南砺市教育振興基本計画について 資料２ 

（３） 第２期子ども・子育て支援事業計画について 資料３ 

（４） 第２期南砺市食育推進計画の策定について 資料４ 

（５） SDGｓ未来都市への選定と SDGｓ普及啓発における今後の学校

教育での取組について 資料５-１ 資料５-２ 

（６） (仮称)井口地域義務教育学校について 資料６ 

（７） 保・小・中一貫、複数担任による多学級合同指導体制について  

資料７ 

４．意見交換 

５．閉 会 
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第２次南砺市総合計画策定の進め方（方針）について 

１．第２次総合計画のあり方 

○ 現行の総合計画 

・地方自治法に基本構想の策定が義務づけられており、行政の計画として位置

づけられている（義務付けは、平成２３年の法改正で廃止）

・基本構想１０年・基本計画５年・実施計画３年の３層構造となっている

・総合的な計画であり、行政の取り組みを網羅したものである（総花的）

・実施計画において、予算は全て総合計画にひも付けされている

○ 第２次南砺市総合計画の位置づけ 

・南砺市まちづくり基本条例において、まちづくりの主体が市民であることを

踏まえ、基本構想を「市民と行政とが共有できる市の将来ビジョン」と位置

づける

・人口減少、少子高齢化といった喫緊の課題に対応するため、基本計画は、“ビ

ジョン”の実現につながる施策や事業に絞った「行政の計画」と位置づける

・これまで実施計画が担ってきた総予算の計画的管理・実施については、総合

計画へ盛り込む“政策的経費”と“その他の基礎的経費”というような新た

な考え方や予算管理・実施の仕組みを検討する（仮称：財政計画）

現行 これから

現行の総合計画（H19-H31） 第２次総合計画

基本構想

（１３年）

・将来都市像

・将来人口
市民と行政が共有す

るビジョン（１０年）

・将来都市像

・将来人口

・基本目標基本計画

（前期５年）

（後期８年）

・基本目標

・基本計画

・施策
行政計画

（前期５年）

（後期５年）

・基本計画

・施策

・事業(政策的経費)
・事業費計画額

実施計画

（３年毎

 ﾛｰﾘﾝｸﾞ）

・事業

・歳入計画額

・歳出計画額

（仮称）財政計画

財政計画

・歳入計画額

・歳出計画額
(政策的経費) 
(その他の基礎的経費)

資料１
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２．計画策定に向けての基本的な考え方 

（１）まちづくりの主体は市民

「ビジョン」が、市民と行政とで共有できるまちの将来像となるように、市

民の意見を広く集めるとともに、市民と行政職員とが一緒になって、将来像や

目指すべき姿などを検討する。

（２）分かりやすく実効性の高い計画

「行政の計画」は、「ビジョン」の実現に有効な施策や事業をまとめた戦略

的な計画となるよう、目的と手段という論理的なつながりを持たせながら、「ビ

ジョン」から施策、施策から事業という方向で検討を進めながら、計画を構築

する。

（３）段階的にゴールとなる指標を設定

市民と行政が目標を共有しやすくなるよう、「ビジョン」でのゴール、施策

において目標とするゴールなど段階的なゴールを明確にするため、指標と目標

を設定する。

設定にあたっては、根拠やデータ、客観的な証拠を用いることで、その指標

や目標の妥当性を高める。

（４）ＰＤＣＡサイクルにより常に見直す

「行政の計画」の実現性を高めるため、地方版総合戦略で得た経験を生かし、

毎年度、ＰＤＣＡサイクルによる評価や見直しを行う。

評価は、常に上位指標が向上（改善）することを重視し、上位指標に対して

効果があったかどうかを検証し、より良い状態となるよう施策や事業の方向性

や内容を見直す。
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総合計画策定スケジュール

4月
構成 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

市議会

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

審議会

本部会議

将来像

基本目標

数値目標

目標

やるべき
こと

事業

総
合
計
画

まちづくり
ビジョン

行政計画

総合戦略
推進委員会

10月 11月 12月 1月 2月 3月8月 9月

●総合計画

素案

●上程

●H30評価・検証 ●総合戦略5年間の検証

素案（修正）

●総合計画素案の説明●ビジョン案、行政計画素案の説明

全体像

●行政計画素案の説明
●答申

幹事会

内容検討

事務局案

●行政計画素案

素案（修正）

たたき台

素案

総合計画案

ﾋﾞｼﾞｮﾝ

●総合計画素案

2日

●地域審議会

●パブコメ修正案の決定
●パブコメ案の決定

8日

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
意見反映

●地域審議会

2日

-
 
3
 
-





第２次南砺市総合計画の将来像案について
（１）目指す将来像

例1：南砺の[ふつう]は､世界の憧れ｡(幸せを未来へつなぐ南砺の挑戦)
例2：[一流の田舎]を目指して(小さな世界文化都市南砺の挑戦)
例3：ふるさとに愛着を持ち、幸せを未来につなぐ南砺市

田園が湖面のようにきらめく春、熱い鼓動に包まれる夏、実りと哀愁の調べが彩る秋、一面の雪景

市のコンセプト 社会情勢や南砺市の現状、市民の意見など

南砺市をとりまく状況

・人口減少が進んでおり、今後もさらなる減少が予
測されている
・五箇山合掌造り集落や城端曳山祭りなど、世界
に認められた遺産や祭り、文化が残る

・市民と行政とで共有できるビ
ジョン
・「まちの姿」ゴールを明確に
10年後だけではなく、その

全体

田園が湖面のようにきらめく春、熱い鼓動に包まれる夏、実りと哀愁の調べが彩る秋、一面の雪景

色にも温もりが感じられる冬と、南砺の里山では、四季を通じて人と自然が調和し、ゆったりとした時

間が流れています。

わたしたちの南砺市は、豊かな自然に抱かれ、自然の恵をいただき、人と自然に感謝する心やお

互い様の気質といった独自の精神や風土の中で、世界が認める合掌造り集落をはじめ、散居景観

や伝統芸能、祭、食、ものづくり産業など、かけがえのない財産を数多く育む、小さくとも世界に誇

れるまちです。ここに暮らす人々は、奥ゆかしく、温かみがあり、忍耐強く、何事にも意欲に富んで

おり、南砺の地は、人を育む力にあふれています。このまちと土地から生まれる心豊かな暮らしは、

未来へつないでいくべき私たちの財産です。

しかしながら、これからの時代、情報通信や人工知能（ＡＩ）、ロボットなどの技術進歩により、働き

市民アンケート結果

・現状評価においては、「道路やバス」「安心して
子どもを産む」「就業の場」「Ｕターン、移住」などの
項目において重要度が高く満足度が低い。
・目指すべき方向性として、「教育や子育て環境の
充実」（1位）、「移住やＵターンがしやすいまち」（2

に認められた遺産や祭り、文化が残る

時代の潮流

・今後、情報通信技術が更に進むことで、生活や
働き方が変わると予想されている。
・働き方への意識が変化することで、生き方や価値
観にも影響する可能性がある。

・10年後だけではなく、その
先を見据えた上で、10年後ど
うあるべきか
・わかりやすい言葉で（中学
生に分かる）

今の姿

・南砺市らしい情景を具体的
に示す
・市民が共感できるフレーズ

方や生き方、価値観などは大きく変わろうとしています。また、自然との共生や環境への意識が高ま

る中で、人と人、人と自然の関係を見つめ直し、地域資源を最大限活用した循環型社会を構築す

る重要性は増すばかりです。今の暮らしを少し快適にしたい、場所を選ばず仕事がしたい、住むと

ころを自分のスタイルで選びたいといった、人それぞれが求める多様な幸せのカタチを実現できる

社会が近づいています。このような社会の流れの中で本市が目標とするのは、「育ちたい」「住みた

い」「つながりたい」場所として選ばれ、住む人々が多様な価値観を互いに認め合い、それぞれの

幸せを感じ、「生まれてきてよかった」「住んでいてよかった」「これからも住み続けたい」と思えるまち

です。

このように、私たちが掲げる将来の姿に向かって、これからの１０年間は、覚悟をもって取り組む極

めて大切な時期です。自然や伝統、文化といった世界に誇れる財産を活かし、今なすべきことを自

市民会議での意見・方向性

充実」（1位）、「移住やＵターンがしやすいまち」（2
位）などが挙げられている

・社会情勢や新たな動きを盛
り込む
（例）ソサエティ5.0など
・市民と共に作り上げた、まち
づくり基本条例を尊重
・人口ビジョンの目標を見据
え、選ばれるまち像を示す

30年後の姿

10年後の姿

・目指すべき「まちの姿」を具

「市民目線で対象が分かりやすいものが良い」
「やる気が見える言葉を」（第3回）

全体的な意見

まちづくりの方向性

このまちに「生まれてよかった」「住んでいてよかっ
た」「これからも住み続けたい」と思えるまち

まちづくり基本条例前文

（２）目指すべきまちの姿

めて大切な時期です。自然や伝統、文化といった世界に誇れる財産を活かし、今なすべきことを自

分ごととして取り組むことで、人が育ち、人が集まり、未来に希望がもてる、お互いに認め合える、心

豊かな暮らしが実現できる「一流の田舎」を目指します。

① 人が育ち、人が集まり、未来に希望がもてるまち
② 誰もが地域に居場所があり、お互いに認め合える多様性のあるまち
③ 求めるライフスタイルに合わせた、心豊かな暮らしができるまち
④ まちづくりを自分ごととし、皆で考え、皆で共に行動するまち

・目指すべき「まちの姿」を具
体的に示す
・市民会議の意見を活かす

・「市民が夢を「持てる」「実現できる」「実現を実
感できる」まち（第2回）
・「自分ごとにするまちづくり」（第2回、第3回）
・「若者の将来を見据えたまち」（第3回）
・「自分にあった生活スタイルを実現できるまち」
（第3回）
・「認めあい成長できるまち」（第3回）
・「地域の中につながりや居場所があり、認めら
れていると感じる時、住んでいてよかったと感じ
る」（第4回）

まちづくりの方向性
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●第２次南砺市総合計画　ビジョン（素案）へのパブリックコメント一覧表
通し
番号

受付
番号

分類

1 1 パブリックコメント

2 1 パブリックコメント

3 1 第１次総合計画

4 1 将来像

5 1 将来人口

6 2 将来像

7 2 目指すべきまちの姿

●第１回総合計画審議会以降に寄せられた審議会委員からの意見
通し
番号

受付
番号

分類

8 1 キャッチフレーズ

9 1 将来像

意見（簡潔にまとめ）

意見（簡潔にまとめ）

世界遺産の五箇山合掌集落に加えてユネスコ無形遺産の城端曳山
祭、日本遺産の井波彫刻は具体的に列挙し、内外にアピールしていく
姿勢を見せるのが良いのではないでしょうか。

「まち」はどこかにあるものでも誰かがつくってくれるものでもなく、今そ
こに生きている私たちと、これから生まれ、育ってくる未来の市民が創っ
ていくものです。
したがって、「目指すべきまちの姿」についても、「まち」に焦点を当てる
だけでなく、望ましい市民像や育てたい人材像に言及した記述を入れて
みてはいかがでしょうか。

SDGｓ未来都市に認定された、そのことを新しいキャッチフレーズに盛り
込んで欲しい。
例）「誰一人取り残さない」「継続する地域社会」

「住みやすい」「暮らしたい」⇒これまで言い尽くしてきたこと。
これからの１０年⇒SDGｓ未来都市（の考え方）に向かうことではない
か。
これまでは準備段階。病気は病院で治療。心は在宅で、地域で癒す。
小規模多機能、エコビレッジ、地域包括ケア⇒実践してきている
この実践が評価されて、SDGｓ未来都市認定のはず。
地域全体でみまもる、誰一人取り残さない、実現するための努力はまだ
足りない、これから１０年でやっていくべきこと。

第２次南砺市総合計画　ビジョン（素案）への意見集

第２次南砺市総合計画の「将来都市像」「将来人口」「基本目標」を同時
に示し、改めてパブリックコメントを実施すべき。

今回のパブリックコメントでは、第１次南砺市総合計画の実績や結果を
示した資料であったり、現状の南砺市を示す具体的な数値の裏付けや
基本的な南砺市の考え方、参考とすべき上位の計画といった、将来像
を考える上での前提条件が見あたらない。
市民に対して根拠なき机上の空論（素案）のアイディアを公募しているよ
うに感じます。

第１次総合計画で目指した「平成２８年に５６０００人」を大きく下回った
人口減少問題について、深刻に受け止めるべきではないだろうか。
実績を基にして、過去に成果が出たので継続していきたいこと、成果が
でなかったことや、生じている問題があるからこそ、課題解決に向けて
総合計画の方針が決まるものではないのか。その方針が将来像につな
がるものではないのか。

本文１６行目に、「本市の目標とするのは、「育ちたい」「住みたい」「つな
がりたい」場所として選ばれ」とあるが、誰に選ばれたいのか。対象が分
からない。約６，５００人増のターゲット層を詳細に教えてほしい。

目指すべきまちの姿は３万人都市を想定して示されたものか。
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●第１回総合計画審議会における審議会委員からの意見（主なもの）
通し
番号

受付
番号

分類

10 1 第１次総合計画

11 2 将来像

12 2 将来像

13 3 将来像

14 4 第１次総合計画

15 5 将来像

16 5 将来像

17 6 将来像

18 7 目指すべきまちの姿

19 8 将来像

20 9 将来像

21 9 将来像

意見（簡潔にまとめ）

人口減少が南砺市では最も重要であり、盛り込んでいただければ。

「住んでいてよかった」「生まれてきてよかった」などの表現は、裏を返す
と現状はそうではないのだとすれば、なぜそうなっているのかを振り返
るべき。

子育てをしている家族をしっかりと、精神的にも支える仕組みづくりをお
願いしたい。地域の中で、活動できるようなものを目指していければよ
い。

人づくりや子育てができる内容を盛り込んでもらいたい。子育て層の意
見もしっかり聞いて欲しい。

覚悟を持って取り組まなければならない。団塊の世代はあと10年で80
年代となるが、そのとき誰が世話をするのか。今から風景は一変してし
まう。子どもには「良い大学に行って世界にはばたけ」、と言ってきた時
代もあったが、本当の意味で、真剣に具体論を議論しないといけないと
心配している。

３段落目に記載のある「しかしながら…」は、他所からみて評価されるこ
とに重きがあるように感じる。「自分達の住む地域が素晴らしい」と、本
当に地元が思っているのか。住んでいる人たちに素晴らしいと思っても
らえることが必要であり、埋もれている財産を自ら掘り起こし、共有して
いくことが重要と考える。住んでいる人達がもっともっと、ここは良いとこ
ろなんだと、貴重なんだと気づいてもらいたいという旨を、一行挟んでみ
るとよいのではないか。

前回の計画においてどのような問題があったのかを把握することが必
要である。第１次計画の課題などについて、ちゃんと説明してもらいた
い。

農業についても、今後10年で後継者がいなくなるなど、現在できている
ことも、この先できなくなると思われる。「しかしながら…」の中に、今ま
であった姿が全く変わってしまうのではないかという危機を表現してもら
いたい。

散居村についても、どんどん木が切られており、資料の前段の部分は
10年前の姿だったかもしれないが、今、現実に無くなってしまう可能性
がある。私は一人暮らしの中で頑張っているが、この生活を何年続けら
れるのだろうかと思いながら生活している。「これからの10年間は極め
て大切…」、との表現は、確かにその通りであるが、現在の表現では覚
悟が見えない。

豊かな自然の地域であるということが文面の大半を占めているが、町
中の人間にはピンとこない、商工業についての表現があってもよいので
はないか。

第１次計画の評価はどのようになされたのか、また第２次計画にどう反
映したのか。

現在、かなりの部分で崩壊しつつある地域コミュニティをどうしていくの
か。地域の得意分野や、70歳になっても頑張ってもらいたいなど、かつ
てのつながりを取り戻すようなニュアンスを、現状などでしっかり押さえ
るべき。今は年寄りが孤立化しつつある。それにようやく気付いて運動
を始めつつあるが、そのようなことをどのように表現していくのか、真剣
に議論していかなければならない。
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通し
番号

受付
番号

分類

22 10 将来像

23 11 将来像

24 12 将来像

25 13 将来像

26 14 将来像

27 15 将来像

これからは仕事と家庭と地域社会の両立ができるような生活となること
が時代の流れであり、それを実現するために盛り込んでほしい。

10年後の社会づくりを想定するのは難しい時代となっており、例えば
「心豊かな暮らし」はどういったものなのか、子ども達へどうやったら分
かってもらえるのか考えていかなければならない。

項目ごとに全て課題を出すと際限がないので、家庭教育、郷土愛のほ
かに土徳、商業、農業などキーワードに基づいて整理してもらいたい。

将来像は英語で言うと「イメージ（像）」であり、それぞれの委員が持って
いるイメージが結びやすい表現となることが大事。

意見（簡潔にまとめ）

子ども達は南砺市の良さを知らず都会に魅力を感じているので、もっと
南砺市のすばらしさを教育現場で教えるべきだが、徹底は難しい中、
しっかりと帰ってきてもらえるよう、「市民が選ぶ、子どもが選ぶんだ」と
いうことを強調してもらいたい。

南砺市は良いものが多いが、地域愛や郷土愛などが一番大事なので
盛り込むべき。
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第２次南砺市総合計画の策定状況

①人が育ち、人が集まり、
未来に希望をもてるまち

○子育て
○教育
○成長
○学び

②誰もが地域に居場所があり、
お互いに認め合える
多様性のあるまち

○地域包括ｹｱ
○地域活動
○多様性

南
砺
市
の
将
来
像

■年少人口の増加・・・

■幸福度の向上・・・

目指すまちの姿

結婚・出会いの場の創出

出産・子育て支援

将来の南砺人を育む
教育の充実

誰もが心身ともに健康で
生活できる社会

（方針）
目標 やるべきこと

人口

財政

SDGs

「出生数」
「子育て世代の転入数」
「教育環境」

「健康寿命」

多様性を認める社会の構築

③求めるライフスタイルに
合わせた、心豊かな暮らしが
できるまち

○エコビレッジ
○交通
○しごと
○働き方
○移住・定住

④まちづくりを自分ごととし、
皆で考え、
皆で共に行動するまち

○まちづくり
○情報公開
・発信

○誇り

（キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
）

■幸福度の向上・・・

■シビックプライド・・・
の醸成

■社会増減の均衡・・・

伝統文化や景観の継承

仕事や生活への充実感を
感じられる社会

南砺市を選んでもらえる
魅力づくりと定住の促進

住み良い生活のための
都市基盤と公共交通の充実

地域の活力を支える
産業の発展

SDGs

各種
計画

小規模多機能自治の推進

市民と行政が協力してまちづ
くりを行う仕組み作り

「健康寿命」
「多様な地域とのつながり」
「ワークライフバランス」

「関係人口」
「域内消費」
「多様な働き方」

「誇り」
「まちづくりへの参加」
「まちづくりの実感」

資料１追加資料
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第２次南砺市教育振興基本計画（案）第２次南砺市教育振興基本計画（案）
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

本市は、散居村の田園風景が広がる平野部と美しい自然に恵まれた山間部をもち、世

界遺産に登録されている五箇山合掌造り集落をはじめ、特色ある伝統文化や芸術等を守

り育ててきました。華やかな四季の装いも特徴的で、命が芽吹く春、さわやかな風が吹

き抜ける夏、実りと哀愁の調べが彩る秋、雪景色の中にも温もりを感じる冬と、人と自

然が共生しながらゆったりと時間が流れていきます。古くから脈々と受け継がれ、信仰

心に根差した「つつましやかで他を思いやる心」「おかげさまの心」もしっかりと息づ

き、本市の誇るべき財産となっています。 

これら本市の財産である「豊かな自然」、「歴史」、「伝統」、「文化」、信仰に厚い思い

やりや感謝の心など「南砺の風土」を教育に取り入れ、確実に次世代に伝えていくこと

により、郷土の未来を想い、社会の発展に貢献し、国際社会で活躍していく人材を育て

ていくことが今の私達の重要な責務です。 

平成１８年１２月に全面改訂された「教育基本法」では、新しい時代の教育の基本理

念として、人格の形成や個人の尊厳といったこれまでの教育理念に加え、自律心や道徳

心、公共の精神、伝統と文化の尊重等に関する規定が新たに設けられ、合わせて平成２

０年７月に国として初めて「教育振興基本計画」が策定されました。平成３０年６月に

は、「第３期教育振興基本計画」が閣議決定され現在に至っています。 

本市では平成２７年３月に「南砺市教育振興基本計画」を策定し、「未来を切り拓く

南砺市の人づくり」基本理念に掲げて、様々な施策を基に教育の推進に取り組んできま

した。しかし、グローバル化や情報化がさらに進展するなど子どもたちを取り巻く環境

が大きく変化し、また、少子高齢化や人口減少などが指摘される中で、子どもたちの学

力や学習意欲、いじめなどの規範意識や社会性、家庭や地域の教育力など、新たに様々

な課題が生じてきています。 

これらの課題を克服し、本市の教育をさらに充実・発展させていくため、そしてまた

「これからも南砺市で学び続けたい」と思える教育環境づくりに取り組むために、第２

次教育振興基本計画を策定します。 
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２ 計画の位置付け 

第２次教育振興基本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、教育の振興

のための基本施策や施策の目指す方向を、今後の取り組むべき全体像、体系を明らかに

したうえで定めるものです。 

計画の策定に当たっては、国の第３期教育振興基本計画及び新富山県教育振興基本計

画を参考にし、市の第２次総合計画との整合性を図りながら、市の教育振興に係るさま

ざまな課題に対し、柔軟かつ迅速に対応していきます。 

３ 計画の期間 

令和２年度から令和６年度までの５年間の計画とします。 

４ 計画の実効性の確保 

この計画の推進にあたっては、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）

のＰＤＣＡサイクルによるマネジメントシステムにより計画の実効性を確保していき

ます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき、「教育委員会の事務の

点検及び評価」を実施し、これを議会に提出するとともに、南砺市ホームページへ掲載

します。 
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１ 学校教育の現状と課題 

近年の少子高齢化に伴い、本市の児童生徒数は減少の一途をたどっています。地域間に

おいても状況に違いはありますが

ります。特に山間部の学校や小規模校については

いているため、子どもたちには多様な考えに触れることができる

めているところです。 

また、教員の多忙化が問題視されて

の大量退職に伴う年齢構成の偏り

南砺市はそれぞれの地域に固有の歴史があり、風土も多様性に富んでいます。地域の豊

かな自然や多様な文化、地域に根ざした伝統行事、景観等は、そこに住む人たちが誇りを

もって受け継いできました。豊かな心を育む土壌が出来ている中で、児童生徒にとってよ

り魅力ある学校教育を行うため

２ 生涯学習の現状と課題

多様化する市民の価値観や嗜好、ライフスタイルに合せて、各種生涯学習講座において

は専門的かつ多岐にわたる内容が求められています。

長寿化が進み、人生１００年時代とも言われる中で、

生を送れるよう、また子どもから大人まで、一人ひとりがそれぞ

じて、自主的、主体的に活動できるように、多様な学習ニーズに応えられる体制づくりが

R1

児童（小学生） 2,151 

生徒（中学生） 1,218 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

児童生徒数の見通し

第２章 南砺市の教育を取り巻く現状と課題

近年の少子高齢化に伴い、本市の児童生徒数は減少の一途をたどっています。地域間に

状況に違いはありますが、学級編制や部活動にも影響が出始めているところがあ

。特に山間部の学校や小規模校については、近年、複式学級の編制となることが続

子どもたちには多様な考えに触れることができる環境づくりに着手し、進

視されており、その対策が急務であると同時に、

偏りなどから、教員の質の確保が課題となっています。

資料：R１年度は学校基本調査（文部科学省

資料：R2年度以降は住民基本台帳(令和元年５月１日現在

南砺市はそれぞれの地域に固有の歴史があり、風土も多様性に富んでいます。地域の豊

かな自然や多様な文化、地域に根ざした伝統行事、景観等は、そこに住む人たちが誇りを

もって受け継いできました。豊かな心を育む土壌が出来ている中で、児童生徒にとってよ

り魅力ある学校教育を行うため、基本施策を進めていくことが必要であると考えます

多様化する市民の価値観や嗜好、ライフスタイルに合せて、各種生涯学習講座において

は専門的かつ多岐にわたる内容が求められています。

長寿化が進み、人生１００年時代とも言われる中で、市民が心豊かで生きがいのある人

、また子どもから大人まで、一人ひとりがそれぞれのライフステージに応

じて、自主的、主体的に活動できるように、多様な学習ニーズに応えられる体制づくりが

R2 R3 R4 R5

2,111 2,054 2,041 1,962 

1,214 1,180 1,115 1,094 

児童生徒数の見通し

南砺市の教育を取り巻く現状と課題

近年の少子高齢化に伴い、本市の児童生徒数は減少の一途をたどっています。地域間に

るところがあ

編制となることが続

環境づくりに着手し、進

、団塊の世代

、教員の質の確保が課題となっています。

１年度は学校基本調査（文部科学省） 

令和元年５月１日現在) 

南砺市はそれぞれの地域に固有の歴史があり、風土も多様性に富んでいます。地域の豊

かな自然や多様な文化、地域に根ざした伝統行事、景観等は、そこに住む人たちが誇りを

もって受け継いできました。豊かな心を育む土壌が出来ている中で、児童生徒にとってよ

ると考えます。

多様化する市民の価値観や嗜好、ライフスタイルに合せて、各種生涯学習講座において

市民が心豊かで生きがいのある人

れのライフステージに応

じて、自主的、主体的に活動できるように、多様な学習ニーズに応えられる体制づくりが

R6

1,930 

1,038 
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必要です。 

また、学んだ成果を地域社会へ還元 

し、生きがいを持って社会・地域に貢 

献できるような体制づくりとさらなる 

指導者の育成に繋げ、地域の教育力の 

向上を図ることが大切です。 

そのためにも、老朽化する社会教育 

施設の建物や設備を計画的に改修し、 

生涯学習活動の増進を図れるよう整備 

して行く必要があります。 

３ 生涯スポーツの現状と課題 

市民が各ライフステージにおいて、 

スポーツに親しみ、心身ともに健康で 

生きがいのある生活が営まれるよう、 

様々なスポーツ教室やスポーツイベン 

トを開催しています。 

今後もそれぞれの目的や関心、適性 

などに応じた、スポーツに取り組みや 

すい環境づくりを進めていくことが重 

要です。 

また、全国や世界の檜舞台で活躍す 

るトップアスリートの育成を目指し、 

市体育協会や加盟競技団体等を支援し、 

指導者の育成を図り、競技力の向上に努める必要があります。 

スポーツ活動の拠点となる社会体育施設を安全・快適に利用できるよう、適切な管理運

営に努めるとともに、必要な修繕を計画的に行う必要があります。 

４ 子ども・子育て支援の現状と課題  

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う大事な時期であり、保育園、認定こども

園、家庭及び地域の連携のもと、子どもが感性豊かで健やかに成長し、安心・安全な環境

の中で幼児教育・保育を提供できるよう努めていく必要があります。 

近年の社会情勢の変化に伴い、少子化が進行している中で保護者の就労率が一層向上し

ており、幼児教育・保育施設に求められている役割が大きくなっています。適切な提供量

（受入れ枠）の確保及びサービスの充実と質の向上を図ることが必要です。 

核家族化や地域のつながりの希薄化により、子育てにおける孤立感や不安感を感じない

ように、子育て支援センターなどの機能を充実させるとともに、地域や企業など社会全体

で子どもと家庭を支援する環境づくりや家庭における養育機能の向上のための支援が重要

緑の里講座

スポーツ推進委員による出前指導(PTA 親子活動) 
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となっています。また、男女が共同して子育てを担う意識の醸成や環境の充実に努め、子

育てと仕事の両立を支援していく必要があります。

配慮が必要な子どもと家庭に対して、家庭環境や障害などに関わらず、健やかに育つ環

境の充実に努めていく必要があります。

５ 文化芸術の活動の現状と課題 

豊かな人間形成やうるおいある生活の実現を目指すため、市民の自発的な芸術文化活動

に対して、活動の場や発表会の充実、各種文化芸術活動団体への支援、指導者の育成など

を進める必要があります。特に次世代を担う子どもたちが、芸術文化に親しむ機会を提供

することが大切です。 

また、本市には演劇、音楽、木彫刻を核とした国際文化芸術事業があり、市民は身近に

参加できます。同時にこれらの文化活動は、それぞれの地域の魅力の中心を形成していま

す。南砺でしか存在できない独自の文化「小さな世界文化都市」の更なる発展を目指し、

今後ともこうした文化芸術事業を支援していく必要があります。 

６ 文化財の現状と課題 

郷土の長い歴史の中で培われ、守られてきた文化財は、地域の宝であり、市民自らが誇

りと元気を持ち続けるためになくてはならないものです。 

しかし近年、少子高齢化、生活様式の変化や価値観の多様化により、地域の連帯感が薄

れ、特色ある歴史や文化の継承が困難となりつつあります。文化財の調査・研究は、その

価値を知るために重要であり、また保存と活用によって広く地域に再認識、再評価される

よう進めていかねばなりません。 

今後は、市域全体で五箇山合掌造り集落の世界文化遺産をはじめ伝統文化に対する理解

を深めるとともに、城端曳山祭や福野夜高祭ほか伝統芸能等の継承に努め、大切な文化財

を未来に受け継いでいくための支援が必要となります。
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１ 基本理念（基本目標）
　本市では、次のことを教育目標として掲げます。

２ ５年間の重点目標
　令和２年度から次のことを重点目標として取組みます。

３ 計画の体系
　教育目標の実現のため、本市教育の目指すべき方向を、次の６つの基本目標とし、それぞれの
基本施策に基づき推進します。

2 文化財展示・収蔵施設の機能充実

3 文化・歴史遺産の保存と活用

子育てを担う家庭への支援

3

1 文化芸術創造プランの推進

4 配慮が必要な子どもと家庭への支援

2 文化芸術活動への支援

3

地域や企業における子どもと家庭への支援

第３章　計画の目標

未来を切り拓く南砺の人づくり

　(案１）全ての人が日常的に心豊かになれる教育環境の充実
　(案２) 全ての人が心豊かと感じる日常への取組み
　(案３）毎日心が豊かに過ごせる南砺の教育改革
　(案４）心が豊かに暮らせる地域の中での教育づくり

文化ホール・美術館などの事業の充実

1 世界遺産マスタープランの推進

子どもが健や
かに育つ環境
の充実

4

6 文化財の保
存・活用と伝
統文化の継承

5 魅力ある文化
芸術活動の振
興

スポーツ施設の効率的な運営と整備

1 未来を開く子育ち支援

2

生きがいのあ
る暮らしのた
めの生涯学習
の推進

2

3 健やかな心と
体を育む生涯
スポーツの推
進

1

3

市民スポーツの推進

2 競技スポーツの振興

1 生涯学習活動の推進

2 青少年健全育成活動への支援

3 生涯学習施設の整備充実

重点目標基本理念 基本目標 基本施策

1

自他を尊重し、思いやりと助け合う心の育成

確かな学力の育成

1

2

3 健やかな体の育成

4 学校教育を支える環境の整備

豊かな人間性
を育む学校教
育の充実

未
来
を
切
り
拓
く
南
砺
の
人
づ
く
り
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基本目標１ 豊かな人間性を育む

近年、豊かな心の育成が求められている背景には、人と関わることが煩わしいと思うよう

な時代の変容から、規範意識が低下し、他人を思いやる心、生命を尊重する心が希薄になり、

複雑で多岐にわたる問題行動が多発していることが挙げられます。本市においても、従来か

ら危惧していることに加えＳＮＳ問題などが新たに加わり、いじめや不登校の増加につなが

る要因の一つとなっています。自ら考えて行動し、互いを理解して認め合う心を育てること

が必要です。 

社会がどのように変容をしようとも、安心・安全に過ごすことができる学校教育環境を整

え、ふるさと教育等を通して培う「自他を尊重し、他を思いやる心」、自立の基礎となる「確

かな学力」を養い、笑顔と元気があふれる「健やかな体」をバランスよく育成して、未来へ

羽ばたく子どもたちを育んでいくことが大切です。

この「豊かな心」を学校教育の中で育むために、知・徳・体の調和のとれた教育を推進し

ます。そして、家庭・学校・地域が果たす役割を明確にし、共に支え合うとともに、子ども

たち一人ひとりの個性や能力を伸ばし、自分を生かすことができる教育を目指し

（１）自他を尊重し、思いやりと助け合う

【現状と課題】

・ いじめや不登校等の問題行動の解決のために、

カーや適応指導員等が専門的な知識を生かして子どもや保護者の相談活動を行っています。

・ いじめ防止、いじめ早期発見のため、「いじめ防止対策推進法」の施行に併せて

の基本理念に則って策定した「

わせて、より実態に沿うよう改定し

・ いじめの認知件数の年次推移では、小学校は近年、全国及び県平均を下回っているもの

の、中学校では全国・県平均を上回った年が続いていました。平成２９年度から全国及び

県平均を下回っているものの、引き続き未然防止に向けた早急な対策が必要です。

・ 不登校児童生徒の年次推移では、小学校は全国及び県平均を下回っており、中学校では

平成２７年度以降全国平均を下回っています。ＳＮＳの普及により、思春期を迎える子ど

もたちへ、周囲からの適切な指導とスクールソーシャルワーカーや適応指導員等による早

期の支援が以前よりも増して必要になっています。

第４章

を育む学校教育の充実 

近年、豊かな心の育成が求められている背景には、人と関わることが煩わしいと思うよう

規範意識が低下し、他人を思いやる心、生命を尊重する心が希薄になり、

複雑で多岐にわたる問題行動が多発していることが挙げられます。本市においても、従来か

ら危惧していることに加えＳＮＳ問題などが新たに加わり、いじめや不登校の増加につなが

る要因の一つとなっています。自ら考えて行動し、互いを理解して認め合う心を育てること

変容をしようとも、安心・安全に過ごすことができる学校教育環境を整

え、ふるさと教育等を通して培う「自他を尊重し、他を思いやる心」、自立の基礎となる「確

かな学力」を養い、笑顔と元気があふれる「健やかな体」をバランスよく育成して、未来へ

羽ばたく子どもたちを育んでいくことが大切です。

この「豊かな心」を学校教育の中で育むために、知・徳・体の調和のとれた教育を推進し

ます。そして、家庭・学校・地域が果たす役割を明確にし、共に支え合うとともに、子ども

たち一人ひとりの個性や能力を伸ばし、自分を生かすことができる教育を目指し

思いやりと助け合う心の育成 

いじめや不登校等の問題行動の解決のために、教職員以外にもスクールソーシャルワー

等が専門的な知識を生かして子どもや保護者の相談活動を行っています。

早期発見のため、「いじめ防止対策推進法」の施行に併せて

「南砺市いじめ防止基本方針」を見直し、変化する社会に合

改定しました。 

いじめの認知件数の年次推移では、小学校は近年、全国及び県平均を下回っているもの

の、中学校では全国・県平均を上回った年が続いていました。平成２９年度から全国及び

県平均を下回っているものの、引き続き未然防止に向けた早急な対策が必要です。

不登校児童生徒の年次推移では、小学校は全国及び県平均を下回っており、中学校では

平成２７年度以降全国平均を下回っています。ＳＮＳの普及により、思春期を迎える子ど

もたちへ、周囲からの適切な指導とスクールソーシャルワーカーや適応指導員等による早

期の支援が以前よりも増して必要になっています。

第４章 計画における基本目標 

近年、豊かな心の育成が求められている背景には、人と関わることが煩わしいと思うよう

規範意識が低下し、他人を思いやる心、生命を尊重する心が希薄になり、

複雑で多岐にわたる問題行動が多発していることが挙げられます。本市においても、従来か

ら危惧していることに加えＳＮＳ問題などが新たに加わり、いじめや不登校の増加につなが

る要因の一つとなっています。自ら考えて行動し、互いを理解して認め合う心を育てること

変容をしようとも、安心・安全に過ごすことができる学校教育環境を整

え、ふるさと教育等を通して培う「自他を尊重し、他を思いやる心」、自立の基礎となる「確

かな学力」を養い、笑顔と元気があふれる「健やかな体」をバランスよく育成して、未来へ

この「豊かな心」を学校教育の中で育むために、知・徳・体の調和のとれた教育を推進し

ます。そして、家庭・学校・地域が果たす役割を明確にし、共に支え合うとともに、子ども

たち一人ひとりの個性や能力を伸ばし、自分を生かすことができる教育を目指します。 

スクールソーシャルワー

等が専門的な知識を生かして子どもや保護者の相談活動を行っています。

早期発見のため、「いじめ防止対策推進法」の施行に併せて、市独自

変化する社会に合

いじめの認知件数の年次推移では、小学校は近年、全国及び県平均を下回っているもの

の、中学校では全国・県平均を上回った年が続いていました。平成２９年度から全国及び

県平均を下回っているものの、引き続き未然防止に向けた早急な対策が必要です。

不登校児童生徒の年次推移では、小学校は全国及び県平均を下回っており、中学校では

平成２７年度以降全国平均を下回っています。ＳＮＳの普及により、思春期を迎える子ど

もたちへ、周囲からの適切な指導とスクールソーシャルワーカーや適応指導員等による早

- 7 -



※H30 年度の結果は年内に公表予定 

【取組みの基本的方向】 

・ 将来地元を支える活力につながる「ふるさと学習」を推進することで、ふるさとを知り、

ふるさとに学び、ふるさとに誇りをもち、ふるさとを愛し、郷土のために主体的に行動が

できる児童生徒を育んでいきます。 

・ 南砺市いじめ防止基本方針に基づき、家庭、学校、地域、市が連携し、いじめの防止等

（未然防止・早期発見・早期対応）の対策に取り組みます。 

児童生徒が互いの良さや人との違いを認め共に高まり合う仲間づくりを行い、自信や夢

をもって学校生活を送れるよう、いじめやネットトラブル等に関する実態把握に努め、対

策を講じるとともに、家庭や学校、地域の教育力を高めるために積極的な働きかけをしま

す。 

・ 子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、スクールソーシャルワーカー(※1)や

適応指導員等の活用により、教育相談体制の一層の充実を図ります。 

・ 読書活動を充実させ、読書への興味・関心を高めるとともに、市立図書館とも連携して

読書の習慣化を図ります。 

・ キャリア教育を充実させ、働くことの意義を学ぶとともに、将来の生き方について理解

を深めます。 

H26 H27 H28 H29

市 22.1 16.5 22.4 21.7 

県 19.7 20.5 21.3 22.8 

国 28.8 29.5 31.4 33.8 

0.0 
10.0 
20.0 
30.0 
40.0 

中学校 不登校生徒の年次推移
(1,000人当たりの人数)

H26 H27 H28 H29

市 11.8 12.0 5.1 3.9 

県 8.8 9.3 9.1 8.9 

国 18.8 23.3 36.8 49.0 

0.0 
10.0 
20.0 
30.0 
40.0 
50.0 
60.0 

小学校 いじめの年次推移
(1,000人当たりの認知件数)

H26 H27 H28 H29

市 17.7 31.5 35.6 12.9 

県 11.7 14.2 13.6 13.1 

国 15.8 17.8 21.7 25.0 

0.0 
5.0 

10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 

中学校 いじめの年次推移
(1,000人当たりの認知件数)

H26 H27 H28 H29

市 3.2 2.1 2.1 3.5 

県 3.9 3.8 3.7 5.4 

国 4.0 4.3 4.7 5.5 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

小学校 不登校児童の年次推移
(1,000人当たりの人数)

※H30 年度の結果は年内に公表予定
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【主な取組み】 

① ふるさと学習の推進 

・ ふるさとへの誇りと愛着をもち、郷土のためにできることを考え、地域行事にも積極

的に参加することで、「ふるさと教育推進事業」での取組みをはじめ、全教育活動をとお

して、先人によって築かれた歴史や文化、郷土芸能、特産物等について学びます。 

② いじめの根絶 

・ ＳＮＳ(※2)との向き合い方をはじめ、よりよい友達づくりのために「携帯電話等の利

用に関する意識アンケート」を実施します。 

・ 「なんとっ子 家庭教育１０か条」の普及とともに、家庭やＰＴＡとの連携を図りな

がらスマートフォンなどの利用などにおける情報モラル教育の充実を図り、ネットいじ

めやネットトラブルを防止できるように取り組みます。 

・ 「いじめ早期発見・早期対応のためのアンケート」を実施し、結果を分析するととも

に、未解決の指導中の案件についてはその後の追跡調査を行います。 

・ 小・中学校の生徒指導が円滑に行われるために、「いじめ防止連携シート」を活用し、

指導の一貫性を図ります。 

・ 引き続き南砺市いじめ問題対策連絡会議を定期開催し、関係機関と連携を図っていき

ます。 

・ よりよい学校や学級集団を確立するために、望ましい人間関係を形成する学級活動や

規範意識を高める道徳教育、学年枠を取り除いた清掃活動等を重点的に取り組みます。 

・ 児童生徒同士のつながり、教職員と児童生徒との良好な関係づくりに努め、自己有用

感の高まりにつなげます。 

③ 特別な支援を必要とする児童生徒への支援 

・ 早期支援コーディネーター(※3)を配置し、小学校就学前からの情報提供や相談会の実

施等をとおしてきめ細やかな支援を行います。 

・ 実態を踏まえた助言や解決に向けた援助を行うため、市教育センターにスクールソー

シャルワーカーを配置し、巡回訪問を行って学校と家庭をつなぐ役割を担います。 

・ 不登校児童生徒のやる気や自信を育み、よりよい社会性を身に付けて一日も早く学校

へ戻れるよう、適応指導教室「いおう教室」における指導の充実やアウトリーチ(※4)の

積極的な活用を図ります。また、児童・生徒や保護者のニーズに合わせて、適応指導教

室の適正な配置等の計画を推進します。 

・ 発達障がいや学習障がい等から学習内容の定着が困難な児童を支援するため、スタデ

ィメイト（特別支援教育支援員）を配置し、自力で解決できるように個に応じた支援を

行います。 

・ 問題行動等の未然防止と早期発見に努めるために、適応指導員(※5)を配置し、自己肯

定感を持ち、安心して学校生活を送ることができるよう支援します。 

・ 外国人児童生徒の就学が近年増加傾向にあるため、言葉や文化の違いの壁によって学

習の機会を奪わないために、外国人の日本語支援を推進します。 

・ 児童生徒の多様性が広がる中で、教員間の共通認識を図り、多様な考え方を認めるこ
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とができる教員を育成します。 

④ 読書活動の奨励 

・ 継続的な蔵書の入れ替えや市立図書館との連携、朝読書活動の継続、「アウトメディア

デー」等の実施、学校図書館司書助手の配置等、よい本と出合う機会を増やします。 

⑤ キャリア教育(※6)の推進 

・ 規範意識や社会性を高め、たくましい力を身に付ける「社会に学ぶ『１４歳の挑戦』」

事業をはじめ、将来の生き方を考える社会体験活動に取り組みます。 

【参考指標（数値目標）】 

自己有用感の熟成 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

自分にはよいところ

があると回答した児

童生徒の割合 

小学生 ８３．４ ％ 小学生 ９０．０ ％

中学生 ８１．３ ％ 中学生 ９０．０ ％

参考：全国学力・学習状況調査（文部科学省）

ふるさと教育の推進 

内容（指標） 
実績値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和６年度） 

今までに受けた授業

や課外活動で地域学

習や地域の人と関わ

ったりする機会があ

ったと答えた児童生

徒の割合 

小学校 ７７．１ ％ 小学校 ９０．０％ 

中学校 ８６．９％ 中学校 ９０．０％ 

参考：全国学力・学習状況調査（文部科学省）

※1 スクールソーシャルワーカー：家庭等の環境に働きかけ、よりよい教育環境づくりのためにネッ

トワークを築き、子どもの抱える問題の解決を支援する専門職。 

※2 ＳＮＳ（social networking service）：人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ 

型の Web サイト。 

※3 早期支援コーディネーター：早期（幼稚園・保育園）からの教育相談・支援体制の構築を促進す 

る専門的スタッフ。 

※4アウトリーチ：家庭など対象者の居るところに出向いて支援につながるように働きかけること。 

※5 適応指導員：児童生徒が学習や集団生活になじめるように援助し、ゆくゆくは学級に戻らせるこ 

とを目的として配置した指導員。 

※6 キャリア教育：キャリア（経験）を生かして現在や将来を見据えることを目的として行う教育。 

- 10 -



（２）確かな学力の育成 

【現状と課題】 

・ 本市の令和元年度の小中学生の全国学力・学習状況調査の平均正答率は、中学校では全

ての教科で全国・県の平均正答率を上回っています。小学校では全教科で全国の平均正答

率を上回っているものの、国語は県の平均正答率をやや下回り、算数は県の平均正答率を

やや上回っています。学力向上に向けた対策を持続して行う必要があります。 

・ 家庭学習の時間については、小中学校とも学習時間が長くなるほど全国及び県の平均を

下回っています。子どもたちが確かな学力を身に付けるために、小学校からの家庭学習の

定着は重要であり、家庭学習の大切さについて保護者とともに考え、連携して取り組む体

制づくりを推進することが大切です。 

資料：全国学力・学習状況調査(文部科学省) 

全国学力・学習状況調査結果の平均正答率 単位：％

国語A 国語B 算数A 算数B 理科 国語A 国語B 数学A 数学B H31理科･R1英語

南砺市 75 56 63 52 62 79 65 71 53 理科　　72

富山県 74 58 66 55 64 78 63 70 51 理科　　70

全   国 71 55 64 52 60 76 61 66 47 理科　　66

南砺市 英語　　59

富山県 英語　　57

全   国 英語　　56

※Ａは「知識」に関する問題、Bは「活用」に関する問題 資料：全国学力・学習状況調査（文部科学省）

※令和元年度の学力調査は国語、算数、数学のA「知識」B「活用」別に行っていません。

小学校６年 中学校３年

平成３０年度

令和元年度

67 70 79 69

68 69 76 65

64 67 73 60

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、勉強をしますか。

3時間以上
2時間以
上、3時間よ
り少ない

1時間以
上、2時間よ
り少ない

30分以上、
1時間より少
ない

30分より少
ない

全くしない

南砺市 4.5 11.8 47.4 29.7 5.5 0.8

富山県 6.2 15.9 44.9 26 5.6 1.2

全   国 12.5 16.8 36.9 23.8 7.4 2.5

南砺市 4.3 16.3 47.1 22.7 7.2 2.1

富山県 5.1 20.2 41.7 20.6 8.4 3.9

全   国 10.5 25.9 34.2 16.6 7.9 4.9

平成３０年度
小学校

平成３０年度
中学校
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【取組みの基本的方向】 

・ 「小１プロブレム(※1)」、「中１ギャップ

できるように幼・保小連携や小中連携、学校

間連携を推進します。また、スタディ・メイトや適応指導員を引き続き配置し、個に応じた

教育支援を行い、教育の機会均等を図ります。

・ 全国学力・学習状況調査の結果等を分析して児童生徒の実態を把握し、学力向上に向け

た学習指導を充実します。 

・ 児童生徒が分かる授業を目指した授業改善に取り組むとともに、家庭学習も含めた学習

習慣の定着を図り、基礎的・基本的な学力を確実に身に付けるよう努めます。

【主な取組み】 

① 小中一貫教育の推進 

・ 井口地域において義務教育学校を開校し、他校区においても９年間を見通した教育活

動を展開する小中一貫教育を開始します。

・ 兼務発令による小中学校教員の授業交流を促進し、同一校区内の小中一貫教育

します。 

・ 授業の質的向上・均一化を図るため、複数教員による多学級の合同指導体制を構築す

るなど、多様な指導方法を探っていきます。

② 少子化に対応した活力ある学校づくり

・ 小規模校における複式学級への対応のため、引き続き市単独で臨任講師を配置します。

・ 令和３年度からの井口地域での義務教育学校開校に合わせ、小規模特認校制度

開始します。 

・ 利賀地域における山村留学を推進し、夏季・冬季の短期キャンプから長期留学への移

行を目指します。 

・ 小規模校においてＩＣＴ機器を活用した遠隔協働学習の日常

③ 情報活用能力の向上 

・ ＩＣＴ教育(※6)を推進するために、

定着、他者理解といった教育効果を上げるために、日常的にＩＣＴ機器を活用し、効果

外国語指導助手（ＡＬＴ）授業風景

」、「中１ギャップ(※2)」を克服し、安心して学校生活を送ることが

できるように幼・保小連携や小中連携、学校

間連携を推進します。また、スタディ・メイトや適応指導員を引き続き配置し、個に応じた

教育支援を行い、教育の機会均等を図ります。

全国学力・学習状況調査の結果等を分析して児童生徒の実態を把握し、学力向上に向け

児童生徒が分かる授業を目指した授業改善に取り組むとともに、家庭学習も含めた学習

習慣の定着を図り、基礎的・基本的な学力を確実に身に付けるよう努めます。

井口地域において義務教育学校を開校し、他校区においても９年間を見通した教育活

動を展開する小中一貫教育を開始します。

兼務発令による小中学校教員の授業交流を促進し、同一校区内の小中一貫教育

授業の質的向上・均一化を図るため、複数教員による多学級の合同指導体制を構築す

るなど、多様な指導方法を探っていきます。

少子化に対応した活力ある学校づくり

小規模校における複式学級への対応のため、引き続き市単独で臨任講師を配置します。

令和３年度からの井口地域での義務教育学校開校に合わせ、小規模特認校制度

利賀地域における山村留学を推進し、夏季・冬季の短期キャンプから長期留学への移

小規模校においてＩＣＴ機器を活用した遠隔協働学習の日常化を目指します。

を推進するために、学習への興味・関心や思考の深まり、学習内容の

教育効果を上げるために、日常的にＩＣＴ機器を活用し、効果

外国語指導助手（ＡＬＴ）授業風景

」を克服し、安心して学校生活を送ることが

間連携を推進します。また、スタディ・メイトや適応指導員を引き続き配置し、個に応じた

全国学力・学習状況調査の結果等を分析して児童生徒の実態を把握し、学力向上に向け

児童生徒が分かる授業を目指した授業改善に取り組むとともに、家庭学習も含めた学習

習慣の定着を図り、基礎的・基本的な学力を確実に身に付けるよう努めます。

井口地域において義務教育学校を開校し、他校区においても９年間を見通した教育活

兼務発令による小中学校教員の授業交流を促進し、同一校区内の小中一貫教育(※3)を実施

授業の質的向上・均一化を図るため、複数教員による多学級の合同指導体制を構築す

小規模校における複式学級への対応のため、引き続き市単独で臨任講師を配置します。

令和３年度からの井口地域での義務教育学校開校に合わせ、小規模特認校制度(※5)を

利賀地域における山村留学を推進し、夏季・冬季の短期キャンプから長期留学への移

化を目指します。

学習への興味・関心や思考の深まり、学習内容の

教育効果を上げるために、日常的にＩＣＴ機器を活用し、効果
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的に授業に取り入れます。

④ 幼・保小連携事業の推進 

・ 小学校の行事への招待や半日入学での交流会の実施を継続するとともに、双方の指導

方針を理解するために、日常的に園児と児童、保育士と教員の相互交流を行います。 

・ 早期支援コーディネーターの配置を継続し、保護者、教員や保育士に寄り添いながら

スムーズな就学となるよう取り組みます。また、入学時のスタートカリキュラム(※4)を協

力して立案したり、子どもへのよりよい関わり方について意見交換したりします。 

⑤ 確かな学力の育成 

・ 「とやま型学力向上プログラム（Ⅱ期）」に基づいた授業改善（課題の提示やまとめの

工夫、話合いスキルの段階的・効果的な指導）に取り組みます。 

・ 学習内容が家庭学習へとつながる授業スタイル（展開方法、板書構成、ノートのとり

方）を例示し、周知します。 

・ 児童生徒のつまずきを解消するため、「なんとっ子まなびサポーター」を配置して国語

科や算数科、数学科、英語科の学習内容の定着を図るようサポートします。 

・ 令和２年度から小学校の外国語活動が教科となることから外国語指導助手（ＡＬＴ）

を増員配置し、小・中学校における指導を充実します。 

・ 小学校では、発達段階や各学校の実情に応じたプログラミング教育(※7)、中学校では

主に「技術」分野でのプログラミング教育を充実するよう取り組みます。 

⑥ 教員の資質・指導力の向上 

・ 小学校教員を対象に中学校の英語科の教員を講師にした外国語活動研修会を実施し、

指導法を交流し合う場とするとともに指導力が向上するよう努めます。 

・ 市学校教育研究大会や学力向上研修会、若手教員研修会、採用６年目までの教員が自

主的に学ぶ「なんとヤングティーチャー（ＮＹＴ）道場」等を実施します。 

【参考指標（数値目標）】 

学力向上の推進 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

授業では課題の解決に

向けて、自分で考え、自

分から取り組んでいた

と回答した児童生徒の

割合 

小学生  ７４．９％ 小学生  ８０．０％

中学生  ７２．７％ 中学生  ８０．０％

家で学校の授業の予

習・復習をしていると

回答した児童生徒の

割合 

小学生  ６５．５％ 小学生  ８０．０％

中学生  ５１．１％ 中学生  ７０．０％

資料：全国学力・学習状況調査(文部科学省) 

※1 小１プロブレム：小学校に入学したばかりの１年生が、学校生活になじめない状態が続くこと。 

※2 中１ギャップ：中学校への進学時に学習や生活の変化になじめず、問題行動となって表れること。 
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※3 小中一貫教育：義務教育９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な学びの場をつくり出す教育。 

※4 スタートカリキュラム：小学校就学後の環境の変化に順応するために順序立てて計画した学習内

容。 

※5 小規模特認校制度：従来の通学区域を残したままで特定の学校について通学区域に関係なく当該

市町村内のどこからでも選択を認めるもので学校選択制の一つ。 

※6 ＩＣＴ教育(Information and Communication Technology)：情報通信技術を活用した教育。 

※7 プログラミング教育：コンピュータに意図した処理を行うように指示することができるというこ

とを体験させながら、論理的に考えていく力(プログラミング思考)を育成する。 

（３）健やかな体の育成 

【現状と課題】

・ 生活環境の変化により、体力・運動能力の低下が懸念されるとともに食生活やゲーム・

ＳＮＳの過度の使用による睡眠障害や心の不安等の生活習慣の乱れが心配されます。日常

生活における運動、睡眠の不足や食事及び心の健康をいかに改善させるのかが課題となっ

ています。 

は全国・県平均より上回っているもの     は全国・県平均より下回っているもの 

資料：全国体力・運動能力、運動習慣等調査（文部科学省） 

【取組みの基本的方向】 

・ 健やかな学校生活を送るとともに、生涯にわたって健康的な生活習慣を身に付けること

ができるように家庭や、地域及び関係機関が一体となって子どもたちの運動の習慣化や規

則正しい生活習慣の育成を図ります。 

・ 健やかな心身の成長と望ましい食習慣を身に付けるために、食を大切にする心を育む食

育を推進します。 

児童生徒の体力・運動能力の状況（平成30年度）
握力

（㎏）

上体起こし

（回）

長座体前屈

（㎝）

反復横とび

（点）

20ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ

（回）

52m走

（秒）

立ち幅とび

（㎝）

ﾎﾞｰﾙ投げ

（ｍ）

南砺市 16.79 18.93 30.63 44.74 57.30 9.58 156.85 23.97

富山県 16.76 20.00 33.85 44.31 56.60 9.46 156.17 23.10

全   国 16.54 19.95 33.31 42.10 52.15 9.37 152.24 22.15

南砺市 16.51 19.06 34.82 43.84 49.68 9.66 151.46 14.96

富山県 16.34 18.99 37.86 42.95 46.56 9.61 151.01 14.59

全   国 16.15 18.96 37.62 40.32 41.88 9.60 145.94 13.77

南砺市 29.66 26.18 45.76 52.36 91.84 8.06 203.41 22.11

富山県 29.21 26.76 43.96 52.74 88.05 8.05 199.53 21.04

全   国 28.84 27.36 43.44 52.24 86.06 7.99 195.62 20.55

南砺市 24.47 23.92 48.15 47.44 65.36 8.75 180.40 14.93

富山県 23.67 23.20 46.83 47.72 62.17 8.81 175.76 13.27

全   国 23.87 23.87 46.22 47.37 59.87 8.78 170.26 12.98

中学校２年
（男子）

中学校２年
（女子）

小学校５年
（男子）

小学校５年
（女子）
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【主な取組み】 

① 体力・運動能力の向上や部活動の支援 

・ みんなでチャレンジ３０１５(※1)（小学校）、部活動（中学校）を通して運動量を確保

します。 

・ 「体の動かし方やこつが分かる」「運動の日常化につながる」体育の授業を工夫します。 

・ 中学校へ部活動指導員やスポーツエキスパートを配置し、部活動を支援します。 

・ 望ましい部活動環境を整えるため、生徒数が減少する中で生徒にとってどのような形

態の部活動が望ましいのか、保護者や地域、関係団体との協議を進めます。 

② 生活習慣改善の支援 

・  とやまゲンキッズ作戦(※2)を通じた児童生徒の睡眠時間やゲームなどの使用時間を検

証し、より良い生活習慣となるよう努めます。

③ 望ましい食習慣の形成 

・ 給食だよりをはじめとする学校からの啓発活動をとおして、保護者に家庭でのバラン

スのとれた食事やよりよい食習慣を形成する大切さを促し、偏食等の食に関する問題を

改善します。 

・ 栄養教諭・学校栄養職員と協力し、地場産食材を生かした「なんとハートフルランチ」、

「なーんと！おいしい学校給食週間」、「（仮称）オーガニック給食」の取組みを推進しま

す。 

④ 安心安全な給食の提供 

・ 児童・生徒の食育・情操教育の向上のために自校調理方式を継続します。 

・ 多様化する食物アレルギーに対して、家庭や関係機関とも連携を図りながら、アレル

ギーに関する事故防止に努めます。 

・ 異物混入マニュアルを基に、食材管理や作業管理などを徹底し異物混入事故の防止に

努めます。 

【参考指標（数値目標）】 

望ましい生活習慣の

形成 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

朝食を毎日食べてい

る児童生徒の割合 

小学校 ８９．２％

中学校 ８７．４％ 

小学校１００．０％

中学校１００．０％

週に１、２日以上運動

する児童生徒の割合 

小学校 ９０．０％

中学校 ８４．１％ 

小学校 ９５．０％

中学校 ９５．０％

資料：全国学力・学習状況調査票（文部科学省）

※1 みんなでチャレンジ３０１５：小学生が点数化された各種の運動にチャレンジし、立山登山にな

ぞらえて設定された目標点（３０１５点）を目指す取組み 

※2 とやまゲンキッズ作戦：健康づくりノートによるアンケートを通じて、生活の見直しを実施し、

正しい生活習慣が身につくようにする取組み 
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（４）学校教育を支える環境の整備

【現状と課題】

・ 教育の情報化を進めているところですが、今後は

育に関連する様々な場面でのＩＣＴ機器の

・ 学校施設は、多くの児童生徒等が一日の大半を過ごす学習、生活等の場であ

豊かな教育環境を確保することが必要不可欠で

リー化なども含めて計画的に改修を行います。

・ 教員の多忙化により、児童生徒と向き合う時間が確保できなくなってきています。多忙

化の解消を含め、より良い教育を受けさせるために、様々な環境整備を進める必要があり

ます。 

ＩＣＴ機器を使った授業

【取組みの基本的方向】 

・ 教育の情報化を推進し、教科指導におけるＩＣＴ機器の活用を推進するため、ＩＣＴ機

器を計画的に導入します。 

・ 安心・安全な環境の下で教育を受ける必要があることから、学校及び通学路の防犯対策

を一層推進します。

・ 学校施設については、老朽化している学校の質的向上や教育環境に配慮した長寿命化も

併せて検討し、総合的な改修計画を企画・立案し、推進します。

・ 教員の働き方改革の推進と、教育の質の向上を目指します。

【主な取組み】 

① ＩＣＴの活用 

・ 学校間で子ども同士が教え合い、学び合う双方向で

ることを目指すために、タブレット端末等をはじめとするＩＣＴ機器を計画的に導入し

ます。 

・ 校務支援システムの活用及び研修会を行い、教職員の校務の効率化を図ります。

② 通学路の安全対策 

・ 関係団体と共に通学路安全プログラムに基づく点検を実施し、通学路の安全対策を図

（４）学校教育を支える環境の整備

を進めているところですが、今後は教育の質の向上を図るために、学校教

ＩＣＴ機器の活用を効果的かつ円滑に進める必要があります

学校施設は、多くの児童生徒等が一日の大半を過ごす学習、生活等の場であ

環境を確保することが必要不可欠です。老朽化した校舎に関しては、バリアフ

リー化なども含めて計画的に改修を行います。

教員の多忙化により、児童生徒と向き合う時間が確保できなくなってきています。多忙

化の解消を含め、より良い教育を受けさせるために、様々な環境整備を進める必要があり

ＩＣＴ機器を使った授業 井波中学校 

教科指導におけるＩＣＴ機器の活用を推進するため、ＩＣＴ機

安心・安全な環境の下で教育を受ける必要があることから、学校及び通学路の防犯対策

学校施設については、老朽化している学校の質的向上や教育環境に配慮した長寿命化も

併せて検討し、総合的な改修計画を企画・立案し、推進します。

教員の働き方改革の推進と、教育の質の向上を目指します。

子ども同士が教え合い、学び合う双方向で分かりやすい授業が日常的にでき

ることを目指すために、タブレット端末等をはじめとするＩＣＴ機器を計画的に導入し

校務支援システムの活用及び研修会を行い、教職員の校務の効率化を図ります。

関係団体と共に通学路安全プログラムに基づく点検を実施し、通学路の安全対策を図

教育の質の向上を図るために、学校教

必要があります。 

学校施設は、多くの児童生徒等が一日の大半を過ごす学習、生活等の場であり、安全で

老朽化した校舎に関しては、バリアフ

教員の多忙化により、児童生徒と向き合う時間が確保できなくなってきています。多忙

化の解消を含め、より良い教育を受けさせるために、様々な環境整備を進める必要があり

教科指導におけるＩＣＴ機器の活用を推進するため、ＩＣＴ機

安心・安全な環境の下で教育を受ける必要があることから、学校及び通学路の防犯対策

学校施設については、老朽化している学校の質的向上や教育環境に配慮した長寿命化も

分かりやすい授業が日常的にでき

ることを目指すために、タブレット端末等をはじめとするＩＣＴ機器を計画的に導入し

校務支援システムの活用及び研修会を行い、教職員の校務の効率化を図ります。

関係団体と共に通学路安全プログラムに基づく点検を実施し、通学路の安全対策を図
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ります。 

・ スクールガードリーダーや各校区の学校安全パトロール隊との連携を密にし、登下校

時の防犯対策及び安全対策を図ります。 

③ 学校図書館の充実 

・ 大規模改修工事を実施する際に、子どもたちが足を運びたくなるような学校図書館を

目指し、環境整備を併せて行います。

・ 蔵書の入れ替えを行うことで、学校図書館を児童生徒の情報発信の拠点とします。

④ 施設整備 

・ 大規模改修工事に併せ、学校トイレの洋式化を推進し、ユニバーサルデザイン(※1)を

実現するとともに家庭環境に近づけることで、抵抗なく快適に使えるようにします。

・ 障がいの有無に関係なく、ユニバーサルデザインを心がけ、施設面の配慮を実施する

ことで、やさしく快適な教育環境づくりを推進します。

・ 学校における防犯教育を実施するとともに、子どもと教職員が安心して過ごせるよう

防犯カメラ等の設置による施設面の充実を図ります。 

・ 小・中学校のグラウンドの整備について、緊急性の高い箇所から計画的に着手します。

・ 小・中学校の照明をＬＥＤ照明に切替えるなど、省エネルギー化及び管理費の軽減を

図ります。 

⑤ 教員の働き方改革 

・ 教員が子どもと向き合える環境を整え、教職員組織の教育力の向上や教科指導研究時

間を確保するため、従来の型にとらわれず柔軟な発想のもと働き方を考えていきます。 

⑥ 教育の機会均等 

・ 経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に新１年生入学準備金の前倒し支給や

学用品、給食費等の援助を行います。 

・ 特別支援学級に通う児童生徒の給食費や学用品購入費等を助成し、保護者の経済的負

担を軽減するとともに特別支援教育の普及や奨励に努め、個に応じた教育を実現します。 

・ 経済的理由により修学を断念することなく安心して学べるよう、大学・短期大学生等

に対し、無利子奨学金を貸与し修学支援を行います。

【参考指標（数値目標）】 

教育のＩＣＴ化に向

けた環境整備の推進 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

電子黒板整備率 

（１校あたり普通教

室各１台、特別教室用

６台） 

３２．１％  １００．０％ 

資料：教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画（文部科学省） 
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トイレ洋式化の推進 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

小中学校トイレ洋式

化率 
７５．０％  ８６．５％ 

※1 ユニバーサルデザイン：すべての人にとって使いやすいように意図して作られたデザイン。 
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基本目標２ 生きがいある暮らしのための生涯学習の推進． 

多様な学習ニーズに応えるサービスの充実を一層進めるとともに、社会教育施設を情報の

発信源や学びの拠点として有効に活用することで、誰もが生涯を通して学び続けることので

きる学習環境の実現を図ります。 

 持続可能なまちづくり ＳＤＧｓへの取組み

市民誰もが生涯にわたり、公平に幅広い学習習慣を身につけるための環境を整備し、生涯学

習の機会を促進する。

（１）生涯学習活動の推進 

【現状と課題】

・ 誰もが学び続けられる機会と環境を提供するため、各種講座・講演会を開催しています。 

・ 各種講座・講演会の参加者は年齢層に偏りがあるので、今後は幅広い年齢層に支持され

るような企画も必要です。 

・ 小規模多機能自治への移行に伴い、これまで公民館で行われていた生涯学習活動は地域

づくり協議会へ引き継がれました。各地区交流センターは地域の生涯学習の拠点であり、

子どもから高齢者まで、住民の幅広い交流の場として重要な役割を果たしています。 

・ 郷土への愛着を一層深めるため、児童・生徒向けの企画が求められています。 

・ 本市の図書館は、現在は中央館と４地域館、３サービスコーナーがあり、市内どの図書

館でも資料(本と雑誌)の貸出・返却・予約ができるネットワークサービスを行っています。 

今後は、公共施設再編を視野に入れながら図書館サービスのあり方と方向性を考えてい

く必要があります。 

地域づくり協議会

ワイワイ学園（田植え体験）

市民大学講演会
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【取組みの基本的方向】 

・ 情報提供や各種研修の場を設けることにより、３１の地域づくり協議会の特色を活かし

た魅力ある活動を自主的に企画できるよう支援していきます。 

・ アンケート調査等を参考に、市民のニーズに合った講師・内容等を検討します。 

・ 優れた知識や技能をもつ市民講師の発掘・紹介に努めます。 

・ ふるさとへの誇りと愛着を深めるため、児童・生徒向けの事業を実施します。 

・ 誰でも気軽に利用できる図書館となるため、自主事業の充実、広報・啓発活動、ニーズ

に応じた選書に取り組みます。また、学校等と連携し、子どもの読書活動を推進します。 

・ 地域提言実現検討会議の意見も参考にしながら、教育部内や図書館協議会で図書館のあ

り方を検討します。 

【主な取組み】 

① 地域づくり協議会の生涯学習活動の支援

・ プログラムを立案する上で必要な情報の提供や収集を支援します。

・ 研修や情報交換などを通して生涯学習部門職員の資質向上を図り、自ら企画・立案・

実践できる人材を育て、生涯学習活動を充実させます。

② 講座・講演会の開設・開催

・ 年間を通して市民大学講座、緑の里講座を開設します。 

・ 年２回の市民大学講演会を開催します。 

・ 講座や講演会の企画に際しては、若者にも支持されるプログラムを増やしていきます。 

・ 各種団体と連携を図り、市民講師を発掘・紹介します。 

・ 放課後子ども教室、親学び講座等、児童・生徒・保護者向けの事業活動を支援します。 

③ 図書館サービスの充実

・ 利用者の調査研究に役立つ参考資料・郷土資料の収集に努めます。 

・ 市内どの図書館でも、レファレンスサービス(※１)を提供するため、レファレンス記

録のデータベース化と共有化に取り組みます。 

南砺福光高校生によるおはなし会 中学校への移動図書館 
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・ 子どもの自主的な読書活動の推進を図るため、学校と連携し、読書に親しむ機会の充

実に努めます。 

・ 砺波視聴覚教育協議会で設置していた｢視聴覚ライブラリー｣を中央図書館が引き継ぎ、 

ＤＶＤ教材の充実を図るとともに、学校教育や社会教育の場で多くの団体に利用しても 

らえるよう広報活動に努めます。 

・ 図書館を利用したことのない働く世代や高齢者に目を向けた新しい事業を企画し、入

館者数を維持します。 

【参考指標（数値目標）】 

生涯学習の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

生涯学習活動を行っ

ている市民の割合（個

人での活動を含む） 

20.4％ 25.0％

各種講座参加者の割

合（※２） 
18.1％ 20.0％

図書館入館者の割合

（※２） 
545.6％ 553.6％

一人当たり図書貸出

冊数 
7.0 冊/人 7.2 冊/人

※１ レファレンスサービス：図書館利用者から寄せられた質問に対し、図書館員が参考となる資料

を検索・提供・回答することを目的としたサービス。｢調べもの(調べ方)支援サービス｣とも言

う。 

※２ 年度末の南砺市人口に対する割合を示す。

（２）青少年健全育成活動への支援 

【現状と課題】

・ 子どもが被害者となる事故が多発しており、青少年の規範意識や社会性、安全性の低下

が指摘されています。また近年は、インターネットや携帯電話などの情報機器の普及など

により、子ども・若者を取り巻く環境が大きく変化し、時として健全な育成の阻害要因と

なっています。家庭、学校、地域が連携して青少年健全育成活動の活性化や、青少年の安

全で安心な環境づくりの整備がより重要となっています。 

- 21 -



【取組みの基本的方向】 

・ 限りない可能性をもった青少年が、明るく健康でたくましく成長していくことを願い、

各支部や青少年育成団体と連携の下に青少年育成市民活動を展開し、地域の力で郷土愛を

育んでいきます。 

【主な取組み】 

① 地域に密着した活動の実施 

・ 各支部において、学校、ＰＴＡ、地域の諸団体と連携し、市内各地でイベント、子ど

もの安全を守る活動、夏季休暇中などに街頭巡回活動を実施したり、さわやかあいさつ

運動や青少年健全育成講演会の開催、「家庭の日」に関する作品の募集なども行ったり、

地域に密着した活動を行っています。 

【参考指標（数値目標）】 

青少年健全育成の充

実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

街頭巡回指導回数（８

支部計） 
１６２回 １８０回

青少年育成講演会開

催回数 
３回 ４回

（３）社会教育施設の整備・充実 

【現状と課題】

・ 建物や設備の老朽化が進んでいることから、順次必要な改修を行い、学習環境の改善に

努め、活動拠点として市民の生涯学習活動の増進を図ります。

青少年育成南砺市民会議

福光支部あいさつ運動

青少年育成南砺市民会議

城端支部啓発看板の設置
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【取組みの基本的方向】 

・ 社会教育施設は、順次計画的に大規模改修、機械設備の更新などを実施します。 

【主な取組み】 

① 大規模改修・設備更新の実施

・ 社会教育施設で老朽化の著しい施設や機械設備の改修を実施します。 

② 指定管理者による運営・管理 

・ 各施設の適正な維持管理の遂行と修繕計画を指定管理者と協議しながら作成します。 

・ 指定管理者は、市民の意見をアンケート等で把握し、利用者ニーズに対応した管理運

営を実施していきます。 

【参考指標（数値目標）】 

社会教育施設の活

用・整備・機能の充実

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

社会教育施設の来館

率（１０施設 ※１）
356.3％ 380.0％

モニタリングの評価

Ａの施設数 ※２ 
１館 ３館

※１ １０施設：福光福祉会館、福光青少年センター、松村記念会館、城端陶芸工房、福野産業文化

会館、城端勤労青少年ホーム、井波総合文化センター、福野文化創造センター、喜知屋、城端

伝統芸能会館（年度末の南砺市人口に対する割合を示す。） 

※２ モニタリング：Ａ評価・・・高いレベルで管理されている 

Ｂ評価・・・期待するレベルをクリアしている 

Ｃ評価・・・期待するレベルに到達していない（改善勧告等） 

井波総合文化センター 城端伝統芸能会館

「じょうはな座」

福野文化創造センター

「ヘリオス」
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基本目標３ 健やかな心と体を育む生涯スポーツの推進 

市民誰もが、生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営むことができるよう、それ

ぞれのライフステージに合わせたスポーツ活動の推進と環境整備を行います。また、各種ス

ポーツ団体とも連携しながら、日常的にスポーツに親しむ機会の充実を図ります。 

持続可能なまちづくり SDGｓへの取組み

市民誰もが、生涯にわたって自主的にスポーツに親しみ、健康の増進にも繋がるよう、

気軽にスポーツに取り組める環境を整備し、スポーツへの参加機会を拡充する。

（１）市民スポーツの推進 

【現状と課題】

・ 子どもの体力が昭和６０年頃に比べ低い水準であることから、子どもへの運動習慣の確

立と体力向上への取組みが必要です。 

・ 市民の週１回のスポーツ実施率が４０％前後で停滞しており、特に３０代から５０代に

かけての働き盛り世代におけるスポーツ実施率が低い傾向にあることから、スポーツ未実

施者への働きかけが必要です。 

【取組みの基本的方向】 

・ スポーツ好きな子どもを育成します。 

・ スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大を図ります。 

・ 各種スポーツ大会やスポーツ教室の開催など、スポーツ機会を拡充します。 

【主な取組み】 

① 市民スポーツの振興 

・ 「なんと元気っ子教室」を開催し、幼児期からスポーツに親しむ習慣や意欲を養成し、

体力の向上に取り組みます。 

・ 各ライフステージにおける、目的や関心、適性に応じてスポーツに参画できるよう、

なんと元気っ子教室 スポレクデーin なんと
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小椋久美子 バドミントン教室南砺市スポーツ少年団 入団式

各種スポーツ大会やスポーツ教室等の開設に取り組みます。 

② 総合型地域スポーツクラブの活動支援

・ 多様化する市民のスポーツニーズに応えられるよう、総合型地域スポーツクラブの活動

を支援します。 

・ 総合型地域スポーツクラブ相互の協力関係を強化し、連携事業の実施による市民スポー

ツの推進を図ります。 

③ 地域スポーツ活動への指導・助言

・ スポーツ推進委員による助言やニュースポーツの普及指導を行い、地域スポーツの振興

を図ります。 

【参考指標（数値目標）】 

スポーツを行う市民

の増加 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

スポーツを行ってい

る市民の割合 
４０．３％ ５０．０％ 

※ 市民意識調査による成人の週１回以上の運動やスポーツの実施状況

（２）競技スポーツの振興 

【現状と課題】

・ ジュニア層からの指導・育成が実を結び、毎年全国大会で活躍する選手を輩出していま

すが、今後も競技力の維持・向上を図るため、市体育協会や競技団体との連携を強化して

選手の強化や指導者の育成に努める必要があります。 

全国高校総体出場選手・監督壮行式
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【取組みの基本的方向】 

・ 市体育協会及び加盟競技団体等の活動や取組みを支援します。 

・ 組織的・計画的に選手を育成する指導体制の充実を図ります。 

・ トップアスリートに触れる機会を設け、競技者の意欲喚起に繋げます。 

・ 市出身アスリートを市民総ぐるみで応援する機運の醸成を図ります。 

【主な取組み】 

① 南砺市体育協会の活動支援

・ 競技スポーツの普及や振興、競技力の向上を図る上で要となる、市体育協会の取組み

を支援します。 

・ スポーツ少年団や地域のクラブチームの活動を支援し、ジュニア層から将来のトップ

アスリート育成に取り組みます。 

② 選手育成・指導体制の充実

・ 一貫した指導理念のもと、スポーツ団体が連携し、組織的・体系的に選手を育成・指

導する体制づくりを進めるとともに、研修会等を通じ、スポーツ指導者の育成や資質向上

に取り組みます。 

・ トップアスリートを講師に迎え、強化練習会や講演会などを開催し、競技力の向上や

スポーツに対する意欲の向上を図ります。 

③ アスリートを応援する機運の醸成

・ 国体や高校総体へ県を代表して出場する市出身選手・監督の壮行式を行うなど、市全

体で応援する機運の醸成に取り組みます。 

【参考指標（数値目標）】 

競技力の向上に

向けた取組みの

効果 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

全国大会等の出場選

手における市出身選

手の割合 

高校総体 ７．９％ 

国  体１０．０％ 

１０．０％ 

１８．０％ 

（３）スポーツ施設の効率的な運営と整備 

【現状と課題】

・ 主要な社会体育施設は、指定管理者制度により管理運営を行っており、今後も指定管理

者との連携を密にしながら、適切で効率的な施設の運営管理に努めるとともに、施設の利

便性や安全性を高め、利用の促進を図る必要があります。 
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【取組みの基本的方向】 

・ 安全で快適に施設を使用できるよう、指定管理者との連携を密にし、適切な管理・運営

を行います。 

・ 社会体育施設の大半は築２０年以上経過しており、将来の施設の適性配置にも考慮しな

がら計画的に改修を行い、次世代へ引き継ぐ拠点施設の長寿命化を図ります。 

【主な取組み】 

① 指定管理者による適切な管理・運営の実施

・ 施設利用者へのアンケートを行い、利用者のニーズを反映した運営・管理を行います。 

・ 指定管理者と協議しながら、施設の修繕計画を作成し、計画的に施設の修繕を行いま

す。 

② 効率的な体育施設の活用

・ 学校体育施設の開放と合わせ、体育施設の効率的な活用を図ります。 

・ 市民が様々なスポーツに気軽に親しめるよう、体育施設利用の利便性の向上を図りま

す。 

【参考指標（数値目標）】 

施設利用の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

スポーツ施設利用 

延べ人数 
５６万人 ５８万人 

井波社会体育館 福光総合グラウンド
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基本目標４ 子どもが健やかに育つ環境の充実

子どもたちの豊かな心や感性を育むための安心で安全に過ごせる幼児教育・保育環境づく

りの推進に努め、自らが育った地域の風土や自然などに愛着と誇りを持たせ子どもの能力や

可能性を伸ばす魅力ある幼児教育・保育を目指します。

近年の社会・経済の変化に伴い保護者の就労率が向上しており、

基礎を培う幼児教育・保育の重要性を踏まえて、幼児教育・保育施設における提供量

れ枠）の確保及びサービスの充実、その質の向上を図ることが必要です。

また、子育てと仕事を両立できる環境の整備が必ずしも十分でないこと等が問題となって、

欲しい子どもの数の希望が叶えられないなどの現状があり、働きながら子育てしやすい雇用

や労働環境の整備とともに、地域社会において、子どもの成長を支え、親等の成長を促す環

境づくりが必要となっています。

すべての子どもが家庭環境や障害などに関わらず、かけがえのない存在として健やかに育

つ環境づくりを目指します。 

（１）未来をひらく子育ち支援

【現状と課題】

・ 幼児教育・保育施設は、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領等の

示すところに従い、園児が充実した生活を展開できるカリキュラム

編成するとともに、その計画が円滑に実施できているかを検証、評価して改善を図り、組

織的かつ計画的に教育・保育の質の向上を図る必要があります。

・ 全国的に保育士不足となっている

の確保と子どもや保護者を支援するための保育士研修等を

めて計画的に実施し、質の高い保育を確保していく必要が

・ 今後、保育園の管理職等の対象となる年齢層の職員が少なくなることなどから管理職へ

の登用のあり方等について検討していくことが必要となっています。

・ 保育園の管理・運営への民間活力の導入等については、調査・研究等を継続し、今後の

行財政改革や定員適正化等の状況をみながら検討していきます。

【取組みの基本的方向】 

・ 市の「保育理念」である子どもの育ちや保護者の子育てを支援し、地域の保育環境づく

りを推進します。また、市の「保育目標」に基づいた、

子どもが健やかに育つ環境の充実

子どもたちの豊かな心や感性を育むための安心で安全に過ごせる幼児教育・保育環境づく

りの推進に努め、自らが育った地域の風土や自然などに愛着と誇りを持たせ子どもの能力や

可能性を伸ばす魅力ある幼児教育・保育を目指します。

に伴い保護者の就労率が向上しており、生涯にわたる人格形成の

基礎を培う幼児教育・保育の重要性を踏まえて、幼児教育・保育施設における提供量

の確保及びサービスの充実、その質の向上を図ることが必要です。

また、子育てと仕事を両立できる環境の整備が必ずしも十分でないこと等が問題となって、

欲しい子どもの数の希望が叶えられないなどの現状があり、働きながら子育てしやすい雇用

地域社会において、子どもの成長を支え、親等の成長を促す環

すべての子どもが家庭環境や障害などに関わらず、かけがえのない存在として健やかに育

（１）未来をひらく子育ち支援

幼児教育・保育施設は、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領等の

示すところに従い、園児が充実した生活を展開できるカリキュラム（全体的な計画等）

編成するとともに、その計画が円滑に実施できているかを検証、評価して改善を図り、組

織的かつ計画的に教育・保育の質の向上を図る必要があります。

となっている状況にありますが、子どもの育ちのために必要な職員

の確保と子どもや保護者を支援するための保育士研修等を経験の浅い職員や臨時職員を含

計画的に実施し、質の高い保育を確保していく必要があります。

今後、保育園の管理職等の対象となる年齢層の職員が少なくなることなどから管理職へ

の登用のあり方等について検討していくことが必要となっています。

保育園の管理・運営への民間活力の導入等については、調査・研究等を継続し、今後の

行財政改革や定員適正化等の状況をみながら検討していきます。

市の「保育理念」である子どもの育ちや保護者の子育てを支援し、地域の保育環境づく

りを推進します。また、市の「保育目標」に基づいた、「はじける笑顔がいっぱいで豊かな

子どもたちの豊かな心や感性を育むための安心で安全に過ごせる幼児教育・保育環境づく

りの推進に努め、自らが育った地域の風土や自然などに愛着と誇りを持たせ子どもの能力や

生涯にわたる人格形成の

基礎を培う幼児教育・保育の重要性を踏まえて、幼児教育・保育施設における提供量（受入

また、子育てと仕事を両立できる環境の整備が必ずしも十分でないこと等が問題となって、

欲しい子どもの数の希望が叶えられないなどの現状があり、働きながら子育てしやすい雇用

地域社会において、子どもの成長を支え、親等の成長を促す環

すべての子どもが家庭環境や障害などに関わらず、かけがえのない存在として健やかに育

幼児教育・保育施設は、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領等の

（全体的な計画等）を

編成するとともに、その計画が円滑に実施できているかを検証、評価して改善を図り、組

が、子どもの育ちのために必要な職員

経験の浅い職員や臨時職員を含

今後、保育園の管理職等の対象となる年齢層の職員が少なくなることなどから管理職へ

保育園の管理・運営への民間活力の導入等については、調査・研究等を継続し、今後の

市の「保育理念」である子どもの育ちや保護者の子育てを支援し、地域の保育環境づく

はじける笑顔がいっぱいで豊かな
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人間性をもった子どもたち」を育てます。

・ 保育所保育指針の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」１０項目を身につけること

を目指していく中で、自然体験活動等を積極的に取り入れ、継続していくことで、「非認知

スキル」が育まれ、自己肯定感が高い子どもを育てていきます。

・ 保育士等の職員の確保と保育士の研修・自己研鑽による資質の向上を図り、子どもの学

び・遊ぶ意欲を支える環境づくりに努めるなど、質の高い幼児教育・保育を提供します。

・ 就学前の子どもたちの「育ち」と「学び」をつなげていくために、幼保小の連携を図り

小学校教育の基盤となる幼児教育・保育の充実に向けた取組みを推進します。

【主な取組み】 

① 幼児教育・保育のカリキュラムの充実 

・ 市の「保育目標」を達成するために、子どもの発達の特性を踏まえたカリキュラム（全

体的な計画等）を編成し、計画性をもった適切な保育を行います。

・ 子どもたちがふるさとへの誇りと愛着をもち、自己肯定感が高い子どもを育てていく

ために、自然体験活動や地域住民とふれあう活動等を積極的に取り入れていきます。

・ 子どもの運動能力の向上に努めるとともに親子が一緒になって行う運動遊び体験等を

通じて親子のふれあう時間を増やします。

・ 子ども一人ひとりの幼児期の特性を踏まえながら、幼児教育・保育内容の工夫を行い、

「子どもの最善の利益」の確保に努めます。

② 職員の人材確保と資質向上 

・ 保育士・看護師等の人材を確保するとともに、子どもや保護者等を支援するために保

育士等の全国並びに県内研修会への参加や園内研修等の充実に努め、職員の資質の向上を

図ります。また、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方の資格取得を進めます。

・ 幼児教育・保育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、教育・保育内容や指導方法、

環境の改善等について指導・助言を行うアドバイザー等を担当課に配置し、計画的に幼児

教育・保育施設等の訪問を実施し、職員等の資質の向上を図ります。

③ 幼・保・小の連携 

・ 各小学校区において、日常的に園児と児童、互いの教職員が連携し幼児教育・保育の

様子や授業内容を参観し、子どもの姿を把握して子どもへのよりよい関わり方等について

意見交換等をすることにより、就学前の教育・保育と小学校教育の円滑な接続を図ります。 

【参考指標（数値目標）】 

保育研修等の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

全国研修への参加 

県内研修への参加 

９人

１２９人

１２人

１５０人

※1 子育ち支援：まず子どもの育ちを中心に据えて、そのためにはどういう社会をつくっていくのか。
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どういう条件整備をすればいいのかを考えていくことです。 

※2 子育て支援：子どもを育てる側、親・大人への支援を意味しています。 

（２）子育てを担う家庭への支援 

【現状と課題】

・ 近年の社会経済の変化に伴い、保護者、特に母親の就労率が向上し、９０％前後となっ

ています。また、子どもがまだ小さいため保育園等を利用していない家庭の半数以上が１・

２歳までには、子どもを預けることを希望しています。このため、生涯にわたる人格形成

の基礎を培う幼児教育・保育の重要性を踏まえて、幼児教育・保育施設における提供量（受

入れ枠）を確保すること及びサービスの充実を図ることが必要となっています。

・ 平日に定期的な教育・保育事業を利用しておらず、児童の父母や祖父母等が子どもをみ

ている家庭が１割強にとどまっていることから、幼児教育・保育施設における提供量（受

入れ枠）の確保に努めながらも、乳幼児期は子どもと保護者等との愛着形成が大事な時期

であることから、乳幼児期に子どもを家族で保育している家庭に対しての支援・制度等の

検討が必要です。

・ 子育て中の保護者の交流の場や子育てに関する相談、情報を提供する子育て支援センタ

ー、一時的な預かり等の支援をするファミリー・サポート・センターなどの機能を充実さ

せた支援を推進していく必要があります。 

・ 子どもを産み育てやすい環境づくりのため、子どもをもつ保護者に対して負担が大きい

保育料や医療費などの経済的負担の支援内容を検討し、子育て家庭への支援の一層の充実

に努めます。

・ 身近な子どもの遊び場の充実を図るため、児童館での遊びの提供の充実や天候・曜日に

関係なく利用できる遊び場の検討を進めます。

【取組みの基本的方向】 

・ 「第２期子ども・子育て支援事業計画」に基づき、保育園・認定こども園等における幼

児教育・保育の提供量（受入れ枠）を確保し、待機児童を出さないように努めます。また、

多様化している子育て支援サービスの充実を図ります。

・ 乳幼児期は家庭での子どもとの愛着形成が大事な時期であることから、乳幼児期に子ど

もを家族で保育している家庭に対しての支援等を図ります。

・ 子育て支援センターや放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センターの機能を充

実し、また、男女共同での子育て環境の実現のため支援を充実していきます。

・ 保護者がほしい数の子どもを安心して子育てできる環境づくりを進めるため、子育て家

庭への経済的支援や助成の拡充を検討していきます。 

【主な取組み】 

① 多様化する働き方やニーズに対応した幼児教育・保育サービスの充実 

・ 保育園・認定こども園等における幼児教育・保育の提供量（受入れ枠）を確保すると

ともに、教育・保育サービスの充実を図ります。
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・ 乳幼児期に家族で保育している家庭に対して、祖父母等への子育て講座の開催や祖父

母手帳の作成等により家庭内での保育理解などへの支援を図ります。

② 安心できる相談体制と子育て情報の発信の充実 

・ 子育て支援センターの保育士や保健師による健康・発達相談、女性・こども相談室の

家庭児童相談員などによる子育てに関する相談会などを開催します。

・ 保護者が日頃から気軽に相談できるよう、地域の住民との連携を図るとともに、子育

て支援センター職員等の研修の充実に努めます。

・ 子育て支援センターやファミリー・サポート・センターについて積極的に情報を発信

し、支援を必要とする保護者への情報提供に努めます。 

③ 子育てを支援する環境の充実 

・ 子育て支援センターを土・日も開所し、未就園児とその保護者に他の親子との交流の

場を提供するとともに、支援が必要な家庭を掘り起こし、子育て対象家庭への子育て支

援センター等の周知を積極的に進めます。

・ 父親が喜びを感じながら育児に積極的に参加できるよう、イクメン応援事業の拡充や

父親ハンドブックの発行などにより父親の子育て支援を進めます。

・ 放課後児童クラブのニーズ量の把握に努め提供量の確保を図るとともに、放課後子ど

も教室等との連携など内容の充実に努めます。 

・ 児童館や放課後児童クラブでは、引き続き施設職員の資質向上に努め、日常的に保護

者と接する機会を生かして子育てや子どもの発達などに関する相談対応の充実に努めま

す。 

④ 子育て家庭への経済的負担の軽減 

・ 国の制度による保育園・認定こども園等に入園している３歳～５歳児の保育料無償化

等の実施や、市が行っている第３子以降の児童の保育料無料化、多子軽減、三世代同居軽

減、移住定住世帯の保育料無料化など、各種の保育料軽減等による経済的支援の充実を図

ります。

・ 子どもの成長過程において、医療費は経済的負担が大きい要因の１つであるため、０

歳から中学生までの医療費保険適用分全額助成を行い、保護者の負担軽減と子どもたちの

健康保持・福祉の増進に努めます。

【参考指標（数値目標）】 

子育て家庭への支援

の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

就労しながら無理な

く子育てできると感

じる市民の割合 

   ６２．６％ ７０．０％
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（３）地域や企業における子どもと家庭への支援 

【現状と課題】

・ 子どもと子育て家庭を地域社会全体で支える機能が失われつつあることが懸念されてい

ます。地域住民や様々な関係者とともに協働し、安心して子育てができる養育環境を整え

る地域づくりを推進することが必要です。 

・ 子育てと仕事の両立を支援するため、社会全体でワークライフバランスの実現を目指し、

企業や働く者、行政など関係者が果たすべき役割について一人ひとりが理解を深める必要

があります。また、「なんと！やさしい子育て応援企業認定制度」を継続し、子育てに理解

があり職場環境の整備に積極的に取り組む企業をさらに増やしていくことが必要です。 

【取組みの基本的方向】 

・ 地域自らが主体的に課題解決に取り組む小規模多機能自治において、子どもと子育て家

庭を支え、地域社会における子どもの養育機能の再構築を支援します。 

・ 子育てと仕事の両立が実現できる環境の整備を積極的に進めます。 

【主な取組み】 

① 小規模多機能自治における子育て支援の充実支援 

・ 地区の交流センター等において地域の実情に応じた子どもの居場所づくりを支援する

とともに、地域における児童育成の質の向上のため交流センター等を定期的に巡回し指

導・助言を行う人員の配置など、子どもの安全と安心な環境確保に努めます。 

・ 地域と親等が互いに子育て力を高め合い、地域全体で子どもを育てる意識の醸成に努

めます。 

・ 子育て家庭と地域の交流の促進が図られ、顔の見える関係づくりを構築し、身近で気

軽に子育ての相談ができる環境づくりを支援します。 

② ワークライフバランスの実現に向けた理解促進と啓発 

・ 講演会等の実施やパンフレット作成等による周知・広報を実施します。 

・ 関係部署や関係機関との連携により効果的な啓発活動を実施します。 

③ 企業における子育てと仕事の両立への取り組み促進 

・ 子育てと仕事を両立するために必要な支援のニーズ把握に努めます。 

・ 地域企業に対する子育てにやさしい職場環境づくりの実現に向けた取組の情報提供を

積極的に行います。 

・ 関係部署と連携し、イクボスの育成に努めます。 
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【参考指標（数値目標）】 

子どもの居場所の充

実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

地域主体の学童保育

実施数（とやまっ子さ

んさん広場・地区交流

センター等） 

５カ所 １０カ所

子育てと仕事の両立 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

なんと！やさしい子

育て応援企業認定数 
２６事業所 ５０事業所

（４）配慮が必要な子どもと家庭への支援 

【現状と課題】

・ 子どもや子育て家庭を取り巻く状況は大きく変化しています。そのような中で孤独な子

育てに陥ったり、親育ちが不十分なまま子育てをしなければならず、子育ての不安や負担

が増大し、児童虐待につながりやすい状況となっています。 

・ 発達に気がかりのある子どもを養育する親等は、戸惑いや不安、悩みなど様々な思いを

抱えています。その思いに寄り添いながら、子どもの気がかりな行動についての理解を深

める支援を行っていくことが必要です。 

・ 発達障がい児や発達に気がかりのある子どもの親は、専門の相談機関を求めて市外の発

達支援機関へ行っていますが予約待ちなどで迅速な助言等が受けられない状態であり、専

門的支援機関等と連携した支援体制の強化が求められています。 

・ 子どもの貧困問題は、子どもの生活や成長に様々な影響を及ぼすとされています。子ど

もの現在や将来がその生まれ育った環境に左右されることがないよう対策を講じる必要が

あります。また、貧困の状況に陥りやすいひとり親家庭への支援も引き続き行っていく必

要があります。 

【取組みの基本的方向】 

・ 子育ての不安や悩みなどを気軽に安心して相談できる体制の充実を図ります。相談全般

からより専門的な対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワークの機能を担

う拠点づくりに努めます。 

・ 児童虐待の防止対策では、早期発見・早期対応、保護、支援、アフターケアまで、切れ

目のない支援体制の一層の充実を図ります。 

・ 発達に気がかりのある子どもと家庭に関わる関係機関が、連携を密にして適時適切な関

わりを行い、より良い発達を遂げるよう一人ひとりに合ったきめ細かな支援に努めます。 
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・ 子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、子どもへの学習支援や保護者の生活・就労支援、

各種給付等の経済的支援を行います。 

【主な取組み】 

① 子どもと家庭への総合的な支援（拠点づくり） 

・ 福祉、保健・医療、教育等の関係機関と連携しながら、子どもの妊娠期から社会的自

立に至るまでの包括的・継続的な支援に取り組みます。また、必要な人員配置を行い、そ

の資質向上に努めます。 

・ 女性・こども相談室をはじめ、保健センター、子育て支援センター、保育園、小中学

校、児童館、放課後児童クラブなど、子どもと子育て家庭が関わるすべての機関において

相談しやすい体制を確保し、適切に対応できるよう連携強化を図ります。 

・ 子どもや子育て家庭、地域社会に対し、相談窓口についてわかりやすい周知に努めま

す。 

② 児童虐待対策の強化 

・ 子どもの人権や児童虐待防止について、ポスターやパンフレット等の配布のほか、あ

らゆる機会を捉え市民全体への意識啓発活動を推進します。 

・ 要保護児童対策地域協議会における関係機関の連携、情報共有の場を確保し、児童虐

待の早期発見・早期対応を行います。 

③ 児童発達支援の充実 

・ 心身の成長や発達に気がかりのある子どもの保護者を対象とした教室や相談会を行い、

保護者の気づきを促し、早期発見・早期療育に繋がるよう支援します。また、保護者の気

持ちに寄り添い、不安軽減を図るよう切れ目のない支援に努めます。 

・ 保育園・認定こども園における保育士の専門性を高める研修を行い、個々の子どもの

発達に応じた適切な支援を行う体制の充実に努めます。 

④ 子どもの貧困対策の推進 

・ 多様かつ複合的な問題を抱え、社会的孤立に陥りがちな家庭に対し、確実に支援が届

くための地域ネットワーク形成を行います。 

・ 教育機会の均等な提供のため、ひとり親家庭や生活困窮者世帯等の子どもへの学習支

援を実施します。 

・ 地域主体による学童保育「とやまっ子さんさん広場」や「こども食堂」などの子ども

の居場所づくりを支援するとともに、家庭への経済的支援や親の就労支援の実施による自

立に向けた取組を推進します。 
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【参考指標（数値目標）】 

児童発達支援の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

障がい児保育研修の

開催回数と受講した

保育士数 

７回 

１９２人 

１０回 

３００人 

保育園・認定こども園

巡回訪問延べ回数と

支援児童実人数 

５５回 

３８８人 

６０回 

４００人 
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基本目標５ 魅力ある文化芸術活動の振興 

 市民一人ひとりが多様な文化芸術活動に自発的に参加し、地域の発展における文化芸術の

重要性を再確認し、創造の喜びに浸ることができる環境づくりを進めます。    

持続可能なまちづくり ＳＤＧｓへの取組み 

南砺市独自の多様な文化芸術と教育が連携をとる事で、子どもの頃から本物の良さに触れ、

文化の伝承・発信や地域を誇りに思う心の醸成を行います。 

世界に発信する芸術活動が産業振興、地域活性化につながるよう、新たな文化芸術の創造を

目指します。 

（１）文化芸術創造プランの推進 

【現状と課題】

・ 南砺市にはＳＣＯＴサマーシーズン、スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド、いなみ国際木

彫刻キャンプなどの優れた国際芸術文化事業があり、市民が自由に参加できます。これら

の事業は、それぞれの地域の魅力の中心を形成しています。 

・ 平成２４年３月には、文化庁長官表彰文化芸術創造都市部門を受賞しました。 

・ 市民生活のうるおいを高めるためには、今後とも文化芸術事業を支援していく必要があ

ります。 

SCOT サマーシーズン

【取組みの基本的方向】

・ 個々の地域性を超え、世界に視野を向けた理念で実践されている演劇や音楽などの芸術を

手掛かりとして、「文化芸術創造」の一体化を醸成する事業を実践していきます。

・ 文化芸術活動の交流促進による資質向上を図ります。

・ 毎年夏に利賀で開催される舞台芸術の祭典「ＳＣＯＴサマーシーズン」では、市民一人ひと

りが質の高い芸術文化に触れることで、地域の力で郷土愛を育む活動を推進します。

スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールドSCOT サマーシーズン
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【主な取組み】 

① 南砺市文化芸術振興実施計画 

・ 地域との連携により「南砺市文化芸術振興実施計画」を作成し、その推進と啓発普及

を進めます。 

② ＴＯＧＡ国際芸術村構想 

・ 利賀は世界的な演劇の聖地としてアジアの拠点となっています。ＴＯＧＡアジアアー

ツセンター支援委員会と共に官民一体となった取り組みを実現し、舞台芸術環境の機能

継続を図ります。

③ スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド 

・ 文化、情報の発信を続けるワールドミュージックフェスティバルは２０２０年で３０

年目を迎えます。異文化交流を通した新たな音楽文化を創造する市民参加型フェスティ

バル（スキヤキイズム）として全国に広がるよう支援します。 

④ 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ 

・ ２０１９年で８回目（４年毎）を迎え、「木 

彫りを通して世界をつなぐ」をテーマに、井波 

芸術の森公園を会場として開催されました。開 

催地である井波は、２０１８年に「宮大工の鑿 

一丁から生まれた木彫刻美術館・井波」として 

日本遺産にも認定されました。 

世界の彫刻家たちが集う機会を通して、井波 

から国際交流の輪を広げます。 

【参考指標（数値目標）】 

文化芸術活動の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

積極的に文化活動を

行っている市民の割

合 

１４．０％ １７．０％

資料：平成 30 年度南砺市市民意識調査

（２）文化芸術活動への支援 

【現状と課題】

・ 豊かな人間形成やうるおいのある生活の実現を目指すため、市民の自発的な文化芸術活

動に対して、活動の場や発表会の充実、各種文化芸術活動団体への支援、指導者の育成な

どを進める必要があります。 

・ 特に次代を担う子どもたちが文化芸術に親しむことが大切であることから、文化ホール・ 

 美術館などの事業を充実するとともに、活動への参加を促すよう働きかけていく必要があ

ります。 

いなみ国際木彫刻キャンプ
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【取組みの基本的方向】 

・ 南砺市らしい魅力ある地域資源を発掘し、さらにその価値を高め、新しい魅力の創造に

繋げるなど、ふるさとの誇りと愛着を抱きながら魅力ある地域づくりを進めます。 

・ 貴重な伝統文化を南砺市民が再認識し、その発信、継承、発展のため支援します。 

・ 文化芸術団体の活動支援や市内伝統文化の魅力を発信するための情報提供を推進します。 

・ 文化芸術活動を担う人材の育成を行います。 

【主な取組み】 

① 美術活動の推進 

・ 市美術展の充実を図ると共に、子どもたちが参加する「アートで遊ぼう」事業を拡充

するなど、文化芸術の関心を高めてきています。 

・ 美術館をはじめ、各地域で開催される子どもたちへの芸術活動プログラム、ワークシ

ョップへの参加を促進します。 

② 各地域の文化協会や団体支援 

・ 高齢化、多様化が進む中、各地域の文化協会や団体の自発的な活動を支援します。 

【参考指標（数値目標）】 

芸術活動 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

市美術展出品者数 ３０６人 ４００人

アートで遊ぼう参加

者数 
５７人 １００人

市展：400 作品を今の規格での一堂展示には無理がある。一堂に展示するためにはサイズを小さくする

必要がある。または、県展のように落選の場合は展示しないというようにする必要がある。 

南砺市美術展 アートで遊ぼう
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（３）文化ホール・美術館などの事業の充実 

【現状と課題】

・ 文化ホール主催事業や美術館企画展などの充実が望まれています。 

・ 少子高齢化の進展は、地域の文化団体の会員の高齢化にも及び、文化芸術活動の停滞に

つながる恐れがあります。また、次代を担う子どもたちが文化芸術に親しむことが大切で

あることから、文化ホール・美術館などの事業を充実するなど、市民が文化芸術活動に参

加しやすい環境を整えていく必要があります。 

指  標 単位 H28 H29 H30 

文化ホール等利用者数 人 147,209 129,835 135,812

美術館入館者数 人 20,500 21,486 20,137

      文化ホール自主事業             美術館の企画展 

【取組みの基本的方向】 

・ 各文化ホールや美術館が主催する自主事業・企画展については、指定管理者と調整しな

がら各施設の特徴を生かした事業を展開し、入場者の増加を図るよう促していきます。 

・ 美術館ではジャンルにとらわれない企画展、また本市らしい常設展を展開していきます。 

・ 市民が多彩な文化芸術活動を行える場を提供します。 

【主な取組み】 

① 美術館の魅力と鑑賞の機会 

・ 本市ならではの美術の魅力を伝える鑑賞の機会を提供し、より多くの入館者増に努め

ます。 

② 文化芸術活動の推進 

・ ３館の文化ホール自主事業については、実施日が重ならないよう連絡調整を行います。

また使用料や利用料の割引などを様々な策を講じて、利用者を減らさないよう努力します。 

・ 文化団体を支援し文化芸術活動の交流促進を図ります。 
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【参考指標（数値目標）】 

事業の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

美術館入館者数 ２０,１３７人 ２１，０００人
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基本目標６ 文化財の保存・活用と伝統文化の継承

市内に伝わる多様な文化財や伝統文化が地域の宝として

に、後世に永く保存・継承されることを目指します。

（１）世界遺産マスタープランの推進

【現状と課題】

地域コミュニテイの崩壊しつつある現代において、世界遺産「五箇山の合掌造り集落」は

自然と歴史の中に暮らす住民によって受け継がれ、ますます貴重なものとなっています。

平成２４年に策定した世界遺産マスタープラン

定めて着実に実行し、世界遺産集落で暮らしやすく、同時に世界遺産の価値を高める環境整

備を進める必要があります。

また、屋根の葺替えに使う茅（

のための人員確保等が課題となっていま

これからは、市民全体で世界遺産への理解を深め世界遺産を守っていく姿勢が必要です。

合掌造り家屋の茅葺き作業

【取組みの基本的方向】 

・ 世界遺産を持つことは、人類の遺産を守ることで世界に対して責任を果たすということ

です。この地域に生まれたことを

発信します。 

文化財の保存・活用と伝統文化の継承

市内に伝わる多様な文化財や伝統文化が地域の宝としてあらゆる世代に認識されるととも

保存・継承されることを目指します。

界遺産マスタープランの推進

地域コミュニテイの崩壊しつつある現代において、世界遺産「五箇山の合掌造り集落」は

自然と歴史の中に暮らす住民によって受け継がれ、ますます貴重なものとなっています。

平成２４年に策定した世界遺産マスタープランに基づきアクションプラン（実施計画）

定めて着実に実行し、世界遺産集落で暮らしやすく、同時に世界遺産の価値を高める環境整

茅（コガヤ）の増産に引き続き取り組む必要がありますが、そ

が課題となっています。

市民全体で世界遺産への理解を深め世界遺産を守っていく姿勢が必要です。

五箇山年間茅必要量

資料：世界遺産マスタープラン

合掌造り家屋の茅葺き作業

世界遺産を持つことは、人類の遺産を守ることで世界に対して責任を果たすということ

生まれたことを誇りとし、魅力に引き寄せられる人々と共に、ここから

相倉集落 7,644

菅沼集落 4,396

その他 19,014

合 計 31,054

認識されるととも

地域コミュニテイの崩壊しつつある現代において、世界遺産「五箇山の合掌造り集落」は

自然と歴史の中に暮らす住民によって受け継がれ、ますます貴重なものとなっています。

アクションプラン（実施計画）を

定めて着実に実行し、世界遺産集落で暮らしやすく、同時に世界遺産の価値を高める環境整

の増産に引き続き取り組む必要がありますが、そ

市民全体で世界遺産への理解を深め世界遺産を守っていく姿勢が必要です。

五箇山年間茅必要量

世界遺産マスタープラン

世界遺産を持つことは、人類の遺産を守ることで世界に対して責任を果たすということ

誇りとし、魅力に引き寄せられる人々と共に、ここから

束 

束 

束 

束 
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・ 世界遺産マスタープランを着実に実行します。 

・ 世界遺産サポーターの確保を目指します。 

・ 茅※１（コガヤ）の自給率向上を目指し、増産に取り組みます。 

【主な取組み】 

① 世界遺産の保存 

・ 世界遺産マスタープランのアクションプラン（実施計画）を作成し、実行します。 

・ 世界遺産保存のため、民間企業や個人等からの支援を今後も引き続き拡大していきます。 

・ 茅場造成への助成を行います。 

② 小中学校への啓発活動 

・ 市内の小中学校へ世界遺産への理解を深める啓発活動として、資料を配布し、出前講

座を実施します。 

【参考指標（数値目標）】 

茅の自給率向上 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

コガヤ年間生産量

（束） 
１２，０００束 １５，０００束

外部支援者の拡充 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

世界遺産サポーター

（人数）
１００人 １５０人

※1 茅：平・上平地域の屋根の葺き替えには、従来コガヤ（小茅＝カリヤス）が用いられており、コ

ガヤの使用が史跡（世界遺産）の真正性を維持する上で不可欠となります。

（２）文化財展示・収蔵施設の機能充実 

【現状と課題】

市内には、考古資料、古文書などの歴史資料、民具などの民俗資料が多数保存されていま

す。埋蔵文化財センター本館は、市内主要遺跡から出土した土器や石器の展示だけではなく、

火起こし、勾玉づくりなどの歴史体験学習の場としても利用されています。城端曳山会館は、

平成２８年にユネスコ無形文化遺産に登録された重要無形民俗文化財「城端神明宮祭の曳山

行事」について、曳山本体の展示やガイダンス映像等で紹介しています。しかしながら施設

の存在が市内に浸透しておらず、利用者の居住地域、年代に偏りがあります。すべての年代、

特に小中学校の多くの学童に施設を利用してもらうため、施設の周知や広報活動の実施が必
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要となります。併せて文化財の活用のために欠かせない調査・研究等体制の充実も求められ

ます。

 文化財展示・収蔵施設 

【取組みの基本的方向】 

・ 本市の歴史や特色を広く紹介していくために、文化財の保存と維持管理に努めます。 

・ 埋蔵文化財センター、城端曳山会館の機能充実を進めます。 

・ 施設利用促進のため、広報、ホームページでの周知を図ります。 

・ 文化財の活用に向け、調査・研究、データの蓄積を進めます。 

【主な取組み】 

① 企画展、シンポジウム等の実施 

・ 時流に合わせた展示会やシンポジウムを開催し、市民が文化財への理解を深める機会

を提供します。 

② 小中学校への周知活動 

・ 未来を担う子供たちが郷土に愛情を持ち、理解を深めるよう、市内の小中学校へ文化

財施設の見学、体験学習への参加を働きかけていきます。 

【参考指標（数値目標）】 

文化財等展示を見学

に訪れた人数 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

埋蔵文化財センター

入館者数 
１，４６６人 ２,０００人

城端曳山会館入館者

数 
６，２３４人 １２，０００人

施 設 名 用 途

埋蔵文化財センター本館 埋蔵文化財展示

〃   高瀬分館 埋蔵文化財収蔵

〃   福光分館
埋蔵文化財収蔵

及び調査事務所

城端曳山会館 曳山等展示

福野保管庫 民俗文化財収蔵

埋蔵文化財センター
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（３）文化・歴史遺産の保存と活用 

【現状と課題】

市内には県下自治体最多の２４０件を超える国・県・市の指定文化財があるほか、未指定

の文化財、古文書等の歴史資料、埋蔵文化財包蔵地など多数の文化・歴史遺産が存在します。

長い歴史の中で守り伝えられてきた文化財は、本市あるいは地域の歴史や文化を正しく理

解する上で欠かせないものであり、市民共有の財産として世代を超えて保存・継承していく

ことが求められます。

  南砺市の指定文化財数

【取組みの基本的方向】 

・ 市民が誇りと元気を持ち続けるために、城端曳山祭や福野夜高祭、五箇山民謡「こきり

こ」「麦屋節」などの伝統芸能や、獅子舞等各地区に伝承されている祭礼行事など、歴史と

土地が育んできた特色ある本市の文化・歴史遺産の保存に努めます。 

・ 地域の文化遺産を活用することで、郷土への理解と愛着を深めます。 

・ 建造物等文化財の公開を促進するとともに、地域に資するための積極的な活用を図りま

す。 

・ 歴史資料・埋蔵文化財の調査・研究と保存を行います。 

【主な取組み】 

① 文化財の保存と活用 

・ 指定文化財の維持・保存を着実に行い、また、そのための支援を行います。 

・ 国登録文化財制度を利用し、指定以外の貴重な建造物の保存を図ります。 

② 伝統芸能保存団体の育成 

・ 各地域の獅子舞、庵唄など、伝統芸能保存団体の活動及び後継者の育成を支援します。 

指定区分 件数

国指定 １３

県指定 ２８

市指定 ２００

国選定・選択 ４

国登録（建造物） １４

文化財の現地研修（立野ヶ原の監的壕） 令和元年７月現在
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【参考指標（数値目標）】 

伝統芸能保存団体の

継承 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

南砺市内で継承され

ている獅子舞の数 
１０２団体

１０２団体

※団体数を維持する

国登録制度の文化財

建造物の保存 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

登録有形文化財件数 １４件 ２５件
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